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6. 関係者の意見等 
 

6.1 関係地方公共団体からなる検討の場 
6.1.1 実施状況 

成瀬ダム検証を進めるにあたり、検討主体と関係地方公共団体において相互の立場を理解し

つつ、検討内容の認識を深めることを目的として、検討の場を設置し、平成 24 年 9 月 21 日

までに検討の場を 4 回開催した。 
第 1 回検討の場において確認された検討の場の規約を p.6-7 に示す。 
また、これまでの検討の場の開催状況は p.1-7 の表 1.2-2 検討の場の実施経緯を参照。 

 
(1) 検討主体が示した内容に対する構成員の見解 

○平成 22 年 11 月 17 日に開催した検討の場（第 1 回）において、検討主体が示した内

容に対する構成員の見解は以下のとおりである。 
 
〔秋田県〕佐竹知事 
・ これからの状況というのは、統計学的なものも含めて、これからの気象というもの

にある程度幅広に対応できるような形にしておくということが必要と考えている。

ここまで来たダムであるので、河川流域のさまざまな政策も含めて、ストック調整

としてのダムというのは、欠かせないと考えている。 
 
〔秋田市〕穂積市長（中川副市長が代理出席） 
・ 成瀬ダムについては治水対策として早期の完成を望んでいる。また、かんがい、あ

るいは水道、発電、様々な目的を持った事業も予定されており、この恩恵をこうむ

る市町村にとってはなくてはならないダムだと感じている。 
・ 堤防のない地域が秋田市の雄和地区にあり、近年においても、昭和 62 年、３年前の

平成 19 年の洪水で床上、床下浸水、農業被害があった。 近のゲリラ的な集中豪雨

の多発もあり、地域の方々は非常に不安に思っている。 
・ 成瀬ダムの早期完成はもちろんだが、連続堤防の整備、さらに河道掘削を促進して

地域住民の安全、安心な暮らしを確保していただきたい。 
 
〔横手市〕五十嵐市長 
・ 今回 TPP 絡みで米づくりを今後どうするかという話がいろいろ地元で出ている。こ

れに対しては、私ども地球温暖化等々の進行で米をつくれる地域がどんどん北上す

るだろうと思っており、そういう意味では西日本では相当厳しい状況がこれから出

てくるだろうと思っている。 
・ 私どもとしては米づくりを軸としたまちづくり、地域づくりをこれからも引き続き

あるということで、利水の観点でいうと、かんがい用水が減ることは、あり得ない

と考えている。もちろん環境の保全上からいっても、水田の環境保全機能は下がる

ことはない、これからはもっともっと高まるものだと思っている。 
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〔湯沢市〕齊藤市長 
・ 今年は７月から９月にかけまして特定の地域に短時間、多量の雨が降るという、い

わゆるゲリラ豪雨が発生し、道路や河川や農地などに多くの被害をもたらした。地

域の住民の洪水に対する不安をまず解消するため、治水対策の必要性を強く感じて

いる。 
 
〔大仙市〕栗林市長（久米副市長が代理出席） 
・ 平成 19 年の集中豪雨により家屋や農地に大きな被害が発生した。また、西仙北地域

の強首地区においては、現在 500 ヘクタール規模の圃場整備も実施しており、堤防

が完成しないと、圃場整備が完了しても雨が降るたびに洪水が発生するということ

で、公共投資が無駄になると思っている。そういうことで、洪水の調整施設として

のダムの建設をお願いしたい。 
・ 夏場に雄物川が渇水すると、ある一定のところよりも水位が下がれば取水してはい

けないという、暫定の取水許可であり、年に数回取水できない場合が出ている。こ

の場合は、他の地区から給水車により対応しており、そのほかには住民の方々に節

水してくださいと広報車で回っている状況であり、このままいくと毎年そういう状

況が出てくるので、何とかダムを完成して、安定水利権に移行できるようにひとつ

お願いしたい。 
 
〔羽後町〕大江町長（佐藤副町長が代理出席） 
・ 下流の皆さんは飲料水として生活上の一番大事な問題を抱えているというようなこ

とを聞くと、ぜひこのダム事業については関係市町村と力を合わせながら地域住民、

それから県南、あるいは秋田市まで含めてぜひ一刻も早く完成していただければあ

りがたいなと考えている。 
 
〔東成瀬村〕佐々木村長 
・ 一般県民にもわかるような、理解いただけるパンフレット、あるいは説明資料を準

備して、県民に訴えていく必要があると感じている。 
・ 成瀬ダムはいつになったらできるのかといった期待をかけられていて、これはどう

いう経過で今休んでいるのか、そういったことも含めて我々ももっとダムの効果等

について説明できる資料が欲しいということを感じている。 
・ 村はダム対策室を、ダム事業が始まって以来、少ない職員の中から配置して、用地

交渉やダム事業全体について、その事業の推進に当たっている。計画では、県営発

電所の計画もあり、まさしくエコエネルギー対策としても大いに期待されることで

ある。 
・ 約 10 キロメートル上流には栗駒国定公園の栗駒高原、それから栗駒山、須川高原、

須川温泉があり、夏場だけの観光地ですが、年間 50 万人の入り込みがある地域にな

っている。2 年前の岩手・宮城内陸地震の影響で国道 342 号、398 号が寸断された
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が、今年の 5 月 30 日と 9 月 18 日に国土交通省東北地方整備局、県の努力により、

再開通したばかりであるが、入り込み客も徐々に回復してきている。これに成瀬ダ

ムが完工すると、地域に大きな観光資源としての役割が期待される。 
・ 地域の住民はこれまで順調に進んできたのが、検証となって止まってしまって、大

変不安、心配しているのが現実である。今後のスケジュールなども、今回の内容に

よればわかるが、ある程度概要でも、これから今後の計画を一般県民に知らせてい

かなければならないと感じている。 
 
 
○平成 23 年 2 月 23 日に開催した検討の場（第 2 回）において、検討主体が示した内容

に対する構成員の見解は以下のとおりである。 
 
〔秋田県〕佐竹知事 
・ 同じ予算をかけたとしても非常に時間がかかるものと、時間はそれほどかからない

ものがあるはず。やりやすいけれども 100 年かかるものと 10 年でできるという時

間軸という、その間 90 年違いますといろんな影響が全部累計してくる。 
 
〔秋田市〕穂積市長 
・ ダムについていろいろな意見が、そこは共通の認識に持っていかないと、これから

事業を展開するときに、10 年たてば数値がみんな変わるわけですよね。こういった

点についてどうお考えなのかをお聞かせいただきたい。 
 
〔大仙市〕栗林市長 
・ 雄物川流域は堤外に民有地が非常に多い川、流域ではないかなと思っている。樹木

を伐採するのであれば堤外の民有地も含めて考えないと効果というものは出てこな

いような気がしている。 
・ 雄物川の上流から海までの堤外の民有地の割合を教えていただきたい。川の中だけ

やっても、堤外全体のことやらないと意味がないような気がしている。 
・ 「ダム使用権等の振替は、需要が発生しておらず、水利権が付与されていないダム

使用権を必要な者に振り替える方策」と書かれているが、この意味がよくわからな

い。また、既設ダムの容量のところで利水の数字は余っているということなのか、

ご説明願います。 
 
〔東成瀬村〕佐々木村長 
・ ダム完成後はどちらかというと森林保全の対策が置き去りにされていくのではない

かという懸念を我々上流の地域としては持っている。 
・ 今の時点から流域の森林の重要性について確認し合っていただくようなことを対策

として申し合わせしていかないと、この後、課題として残っていくのではないかと

思っており、そういった点についてのお考えがあればお示しいただきたい。 
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○平成 23 年 10 月 20 日に開催した検討の場（第 3 回）において、検討主体が示した内

容に対する構成員の見解は以下のとおりである。 
 
〔秋田県〕佐竹知事（堀井副知事が代理出席） 
・ 「全川にわたる河道掘削」という案が示されているわけでありますけれども、築堤、

掘削とも膨大な工事量ということであり、また用地買収も 550 ヘクタールに及ぶが、

こうした方式というのはひとつの治水の方法としてあると思うが、現実的に可能な

のか。 
・ 今回の 6 月、7 月の豪雨により、県内の本川、また支川でも相当な箇所で被害が発

生している。住民からも一日も早い治水対策の強化について、私どもに求められて

おり、そうした時間軸というところについても的確に評価をいただければと思う。 
・ さまざまなケースの比較検証はこれからの作業になるのだろうが、経済的な比較の

ステージでは、ぜひとも発電というものも的確に効果として評価の対象にしていた

だきたい。 
・ 地下水取水による地盤の沈下とか、あるいは安定性、こういったものについては、

今後詳細な調査が必要であるということを前提にしているということだが、私ども

もこうした点については大きな懸念は持たざるを得ないということをご理解いただ

きたい。 
・ 今回の震災あるいはさまざまな水害等の災害を受けまして、我が国の防災対策の迅

速な取り組みということが本当に国民的な課題として今求められているわけである

ので、この検証についてもできるだけスピードを上げて行っていただくように改め

てお願いを申し上げたい。 
 
〔秋田市〕穂積市長（中川副市長が代理出席） 
・ いろんなケースの詳細な比較をしていただいたのですが、秋田市の場合は 下流部

のため海岸線もある。これらのケースごとに海岸保全、どのくらい土砂が流れてく

るのか、侵食されるのか、そのあたりの検証はここには入らないものなのか。 
 
〔横手市〕五十嵐市長（鈴木副市長が代理出席） 
・ 生活の基盤としている農地の被害が少なくなるようなことをやっていかなければな

らないのではないかなというふうに思っています。そういう意味では、今回のさま

ざまな組み合わせの検討の中で、農地を守るということも強めに出していただきた

いと思う。 
・ 横手市では、現に地下水の吸い上げが安定的にできないということで、一つの村を

上水に切りかえたという例がある。地下水取水が安定的にできるかという不安は現

実に大きいということで、ぜひ検討の際には配慮いただきたいと思う。 
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○平成 24 年 9 月 21 日に開催した検討の場（第 4 回）において、検討主体が示した内容

に対する構成員の見解は以下のとおりである。 
 

〔秋田県〕佐竹知事 
・ 今年は、玉川が猛烈な渇水。玉川ダムを活用する対策案は、水害は別にして、水利

用については、今年のような渇水の際は全く役に立たないということになるか。論

理的には確率と統計の問題だが、利水について玉川ダム（の貯水）がない今の状況

では（玉川ダムを活用する対策案は）（ダムの貯水が）なくなると捉えて良いのか。 
・ 感覚論だが、気象状況が極端になっているということは、極端に雨が降らない状況

になる場合、逆に大雨になる場合もある。日本全体、九州の例を見てもそう感じる。

個々のダム論ではなく全体の論理からすると、貯水あるいは洪水調節機能、利水機

能も含めたダムという装置が、ある程度一定水準あった方が無いよりはよく、そう

いう意味では気象状況の流れからして、調節機能がきちっとあるということが、秋

田県全体の様々な形のセーフティーネットが増えると感じる。気象学も含めた総合

科学の面からどうなのか。 
・ だいぶ時間がかかった感じがするが、我々が考えていた結論とほぼ同じである。 
・ 問題は、これから国土交通省サイドでオーソライズするのがいつ頃になるのか。ま

た、その後のタイムスパンはどうなっていくのか。スピード感をもって進めてもら

いたい。 
 

〔秋田市〕穂積市長 
・ 新波地区の治水対策案で、河道を直線で結ぶ案が高額になることについて金額等を

提示していただきたい。 
・ 1 年間の期間があったが、パブリックコメント等々に対して検証し、評価を出され

た訳であるが、それらについては適切だと感じている。また、治水、利水、流水の

正常な機能の維持それぞれの目的別においても適切に評価されており、総合評価も

適切だと思う。 
・ 異常気象が続いている中、渇水やゲリラ豪雨もあり、それに対して調節機能が多い

のはダムだと思っている。コスト的、期間的にも優位なのはダムということであり、

是非とも早期着工を進めていただきたい。 
 

〔横手市〕五十嵐市長 
・ ダム建設構想が持ち上がった時は、今年のような渇水は想定していなかったような

気がする。想定外という言葉が流行っている時代ではあるが、そのような中で改め

てダムを建設することにより、地域における様々な水の活かし方が有効になると確

信している。 
・ だいぶ時間もかかって、体系的、網羅的に検討されているが、この検証にかかった

時間・エネルギーは随分もったいないと感じた。 
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・ 成瀬ダムを建設するのが妥当だという検証の結果は、全く同感である。順調に進む

ことを強く望む。 
 
〔東成瀬村〕佐々木村長 
・ 成瀬ダム案で地域振興の評価があるが、現在、東成瀬村として成瀬ダム関係の地域

振興策を検討しているところ。ダム事業が進まず少しストップしている状況であり、

計画の進捗を図っていただきたい。 
・ 赤滝について、現状を詳細に記録し資料により保存するとのことだが、今後、東成

瀬村と具体的に詰める必要がある。赤滝神社は現存しており、単に資料により確認

するだけでは、神社を守ってきた方々に対する姿勢として説得力に欠けると思うの

で、よく調整をしながら具体化していただきたい。 
・ 水源地の村としてダム事業に積極的に関わってきた。検証作業には心から敬意を表

する。 
・ パブリックコメントで出された対策等についても、詳しく資料を提示して総合評価

をしているわけであり、その評価について全面的に賛意を表する。地元として流域

の方々が安全に、しかも水を利用して、それから災害を未然に防止するという対策

を出来るだけ早くとっていただくことを期待したい。 
・ 現在、（事業が）中断している状況であり、村の中のダムに寄せる気持ちが薄れると

いうことを大変心配している。できるだけ早い着工に向けて今後のスケジュール、

所定の手続きを進めていただきたい。 
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6.2 パブリックコメント 
成瀬ダムの検証において、検討の参考とするため、主要な段階でパブリックコメントを行った。

意見募集の概要及び意見募集結果は以下のとおり。 
 

6.2.1 意見募集の概要 
(1) 意見募集対象 

・今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 
・今回行った複数の対策案に係る概略評価及び抽出に対するご意見 

 
(2) 募集期間 

平成２３年１０月２２日（土）～平成２３年１１月２１日（月）（必着） 
 

(3) 提出方法 

郵送、ＦＡＸ、電子メール、閲覧場所の回収箱への投函 
 

(4) 意見募集結果の概要 

1) 意見提出者 

意見提出者：１９（個人１５、企業・団体４） 
 

2) 意見概要 

・今回立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご提案 
：治水・利水対策案について、それぞれ３件の具体的なご提案があった。 

 
・今回行った複数の対策案に係る概略評価及び抽出に対するご意見 
：治水・新規利水・流水の正常な機能の維持の各対策案の評価等についてご意見が

あった。 
 

6.2.2 パブリックコメントに寄せられたご意見と検討主体の考え方 
パブリックコメントに寄せられたご意見に対する検討主体の考え方を以下に示す。 
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上
げ

＋
河

道
掘

削
）。

・な
お

、
既

設
ダ

ム
の

玉
川

ダ
ム

と
皆

瀬
ダ

ム
は

治
水

容
量

と
利

水
容

量
の

配
分

に
お

い
て

、
既

往
の

洪
水

発
生

頻
度

・規
模

、
河

川
水

の
不

足
す

る
期

間
・
規

模
等

に
基

づ
き

洪
水

期
、

非
洪

水
期

を
設

定
し

た
貯

水
池

計
画

な
ど

に
よ

り
、

洪
水

調
節

と
利

水
の

二
つ

の
目

的
を

満
足

す
る

よ
う

計
画

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

・過
去

の
洪

水
の

多
く
の

場
合

に
、

そ
の

災
害

を
既

設
ダ

ム
な

ど
の

施
設

と
そ

の
運

用
（運

転
規

則
を

含
む

）に
よ

っ
て

、
大

き
く
軽

減
で

き
た

は
ず

で
あ

る
。

・ご
意

見
を

踏
ま

え
、

既
設

の
玉

川
ダ

ム
と

皆
瀬

ダ
ム

の
操

作
ル

ー
ル

を
見

直
し

た
案

に
つ

い
て

は
、

複
数

の
治

水
対

策
案

「Ⅰ
．

既
設

ダ
ム

の
有

効
活

用
に

よ
る

治
水

対
策

」の
一

つ
と

し
て

追
加

検
討

し
て

お
り

ま
す

。
（第

４
回

検
討

の
場

　
資

料
５

－
１

　
Ｐ

２
～

６
　

参
照

）

・中
流

地
区

の
強

首
地

区
か

ら
新

波
地

区
の

区
間

、
川

を
直

線
に

す
る

。
・
ご

意
見

を
踏

ま
え

、
強

首
地

区
か

ら
新

波
地

区
の

区
間

を
、

捷
水

路
と

し
た

案
、

分
水

路
と

し
た

案
、

現
河

道
を

遊
水

地
と

し
て

活
用

し
た

上
で

捷
水

路
と

し
た

案
の

３
案

に
つ

い
て

、
複

数
の

治
水

対
策

案
「
Ⅱ

．
河

道
改

修
に

よ
る

治
水

対
策

」の
河

道
掘

削
案

を
基

本
に

、
追

加
検

討
し

て
お

り
ま

す
。

（第
４

回
検

討
の

場
　

資
料

５
－

１
　

Ｐ
７

～
１

１
　

参
照

）

【複
数

の
治

水
対

策
案

の
検

討
に

つ
い

て
】

治
０

２

・過
大

な
目

標
設

定
（河

川
整

備
計

画
素

案
等

）で
洪

水
を

河
川

に
封

じ
込

め
る

発
想

か
ら

、
流

域
全

体
で

現
実

的
な

治
水

対
策

を
積

み
上

げ
て

い
く
考

え
方

に
転

換
す

べ
き

。
・「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」に

お
い

て
、

「
複

数
の

治
水

対
策

案
は

、
河

川
整

備
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

る
水

系
に

お
い

て
は

、
河

川
整

備
計

画
を

基
本

と
し

、
河

川
整

備
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

な
い

水
系

に
お

い
て

は
、

河
川

整
備

計
画

に
相

当
す

る
整

備
内

容
の

案
を

設
定

す
る

。
複

数
の

治
水

対
策

案
は

、
河

川
整

備
計

画
に

お
い

て
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
立

案
す

る
。

」と
規

定
さ

れ
て

お
り

ま
す

。

・雄
物

川
水

系
は

、
「河

川
整

備
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

な
い

水
系

」
に

該
当

す
る

た
め

、
成

瀬
ダ

ム
の

検
証

に
あ

た
っ

て
は

、
「雄

物
川

水
系

河
川

整
備

計
画

（
国

管
理

区
間

）（
素

案
）」

（平
成

21
年

6
月

15
日

「
第

５
回

雄
物

川
水

系
河

川
整

備
学

識
者

懇
談

会
」に

提
示

）の
目

標
を

、
「
河

川
整

備
計

画
に

お
い

て
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

」と
し

て
、

複
数

の
治

水
対

策
案

の
検

討
を

行
っ

て
い

ま
す

。
　

な
お

、
「
雄

物
川

水
系

河
川

整
備

計
画

（国
管

理
区

間
）（

素
案

）」
は

、
「
雄

物
川

水
系

河
川

整
備

計
画

（国
管

理
区

間
）」

の
策

定
に

向
け

、
「水

系
全

体
と

し
て

バ
ラ

ン
ス

よ
く
治

水
安

全
度

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

が
雄

物
川

水
系

の
治

水
の

基
本

で
あ

る
」

と
の

考
え

の
も

と
、

「過
去

大
洪

水
等

、
昭

和
以

降
に

発
生

し
た

代
表

的
洪

水
と

同
規

模
の

洪
水

が
発

生
し

て
も

外
水

氾
濫

に
よ

る
床

上
浸

水
等

重
大

な
浸

水
被

害
を

防
止

す
る

と
と

も
に

、
水

田
等

農
地

に
つ

い
て

も
被

害
の

軽
減

に
努

め
る

」こ
と

を
整

備
目

標
と

す
る

こ
と

と
し

て
、

学
識

者
か

ら
な

る
「
雄

物
川

水
系

河
川

整
備

学
識

者
懇

談
会

」の
意

見
を

伺
い

な
が

ら
と

り
ま

と
め

ら
れ

た
も

の
で

す
。

ま
た

、
「
雄

物
川

水
系

河
川

整
備

計
画

（国
管

理
区

間
）（

素
案

）
」に

お
け

る
整

備
計

画
目

標
流

量
は

、
平

成
20

年
12

月
2
5
日

「第
４

回
雄

物
川

水
系

河
川

整
備

学
識

者
懇

談
会

」に
て

了
承

さ
れ

た
も

の
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

　
「
雄

物
川

水
系

河
川

整
備

計
画

（国
管

理
区

間
）（

素
案

）」
及

び
「
雄

物
川

水
系

河
川

整
備

学
識

者
懇

談
会

」の
開

催
内

容
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
ご

覧
い

た
だ

け
ま

す
。

　
（
h
tt

p
:/

/
w

w
w

.t
h
r.
m

lit
.g

o
.jp

/
yu

za
w

a/
0
1
_k

aw
a/

ga
ku

sh
ik

ik
o
n
/
in

de
x.

h
tm

）

・複
数

の
治

水
対

策
案

の
検

討
に

お
い

て
は

、
「
河

川
を

中
心

と
し

た
対

策
」に

加
え

て
、

「
遊

水
機

能
を

有
す

る
土

地
の

保
全

」
、

「
部

分
的

に
低

い
堤

防
の

存
置

」な
ど

、
流

域
全

体
で

治
水

対
策

を
分

担
す

る
「
流

域
を

中
心

と
し

た
対

策
」も

検
討

し
て

お
り

ま
す

。

・ダ
ム

の
代

替
案

と
し

て
示

さ
れ

た
諸

工
事

の
数

値
（工

事
費

）は
当

局
の

も
の

で
な

く
第

三
者

の
も

の
で

な
け

れ
ば

客
観

性
が

な
い

。
・「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」に

お
い

て
、

「「
検

討
主

体
」と

は
、

直
轄

ダ
ム

に
お

い
て

は
地

方
整

備
局

等
」を

い
う

と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
治

水
対

策
案

の
立

案
に

お
け

る
概

算
事

業
費

等
の

算
出

に
つ

い
て

も
、

東
北

地
方

整
備

局
が

検
討

主
体

と
な

っ
て

責
任

を
持

っ
て

検
討

し
て

お
り

ま
す

。
　

検
証

に
係

る
検

討
に

当
た

っ
て

は
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
基

づ
き

、
学

識
経

験
を

有
す

る
者

及
び

関
係

住
民

等
の

意
見

聴
取

を
行

う
際

に
、

で
き

る
限

り
分

か
り

や
す

い
説

明
に

努
め

る
な

ど
、

透
明

性
の

確
保

を
図

り
、

地
域

の
意

向
を

十
分

に
反

映
す

る
た

め
の

措
置

を
講

じ
る

こ
と

と
し

ま
す

。
　

な
お

、
工

事
費

の
算

出
に

つ
い

て
は

、
「
国

土
交

通
省

　
土

木
工

事
標

準
積

算
基

準
」等

に
基

づ
き

算
出

し
て

お
り

ま
す

。

・参
考

資
料

に
述

べ
ら

れ
て

い
る

案
件

で
は

情
報

の
利

用
と

い
う

項
が

あ
る

。
こ

の
点

で
の

具
体

的
検

討
も

配
布

資
料

で
は

そ
の

詳
細

が
分

か
ら

な
い

。
・「

洪
水

の
予

測
、

情
報

の
提

供
等

」に
つ

い
て

、
住

民
が

的
確

で
安

全
に

避
難

で
き

る
よ

う
に

、
洪

水
の

予
測

や
情

報
の

提
供

等
を

行
い

、
被

害
の

軽
減

を
図

る
こ

と
は

重
要

な
方

策
で

あ
り

、
全

て
の

治
水

対
策

案
（成

瀬
ダ

ム
を

含
む

案
及

び
成

瀬
ダ

ム
を

含
ま

な
い

案
）に

共
通

し
て

実
施

す
べ

き
方

策
と

し
て

お
り

ま
す

。
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意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

【
成

瀬
ダ

ム
の

治
水

効
果

に
つ

い
て

】

・成
瀬

ダ
ム

の
治

水
能

力
が

検
証

さ
れ

て
お

ら
ず

、
「河

川
整

備
計

画
相

当
案

」
を

目
標

と
し

て
つ

く
ら

れ
た

対
策

案
で

あ
り

評
価

は
で

き
な

い
。

・「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
お

い
て

、
「
複

数
の

治
水

対
策

案
は

、
河

川
整

備
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

る
水

系
に

お
い

て
は

、
河

川
整

備
計

画
を

基
本

と
し

、
河

川
整

備
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

な
い

水
系

に
お

い
て

は
、

河
川

整
備

計
画

に
相

当
す

る
整

備
内

容
の

案
を

設
定

す
る

。
複

数
の

治
水

対
策

案
は

、
河

川
整

備
計

画
に

お
い

て
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
立

案
す

る
。

」と
規

定
さ

れ
て

お
り

ま
す

。

・雄
物

川
水

系
は

、
「河

川
整

備
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

な
い

水
系

」
に

該
当

す
る

た
め

、
成

瀬
ダ

ム
の

検
証

に
あ

た
っ

て
は

、
「雄

物
川

水
系

河
川

整
備

計
画

（
国

管
理

区
間

）（
素

案
）」

（平
成

21
年

６
月

15
日

「第
５

回
雄

物
川

水
系

河
川

整
備

学
識

者
懇

談
会

」に
提

示
）の

目
標

を
、

「
河

川
整

備
計

画
に

お
い

て
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

」と
し

て
、

複
数

の
治

水
対

策
案

の
検

討
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
「
雄

物
川

水
系

河
川

整
備

計
画

（国
管

理
区

間
）
（素

案
）」

に
お

け
る

整
備

計
画

目
標

流
量

は
、

平
成

2
0年

12
月

25
日

「第
４

回
雄

物
川

水
系

河
川

整
備

学
識

者
懇

談
会

」
に

て
了

承
さ

れ
た

も
の

と
な

っ
て

お
り

ま
す

。

・
成

瀬
ダ

ム
の

集
水

面
積

は
極

端
に

小
さ

く
、

治
水

に
は

ほ
と

ん
ど

貢
献

し
な

い
。

・
ダ

ム
の

流
域

面
積

に
占

め
る

割
合

が
1
.4

％
な

の
に

寄
与

率
が

4
.7

％
だ

と
す

る
根

拠
を

知
り

た
い

。
　

ま
た

、
当

ダ
ム

の
そ

の
寄

与
率

が
十

分
機

能
す

る
程

の
降

雨
量

が
あ

っ
た

際
の

椿
川

基
準

点
の

水
高

は
ど

れ
ほ

ど
増

す
の

か
、

更
に

ダ
ム

造
成

に
よ

っ
て

、
こ

れ
ま

で
頻

発
し

、
ま

た
可

能
性

の
あ

る
地

点
の

洪
水

は
解

消
さ

れ
る

と
考

え
る

が
、

そ
の

個
所

を
明

示
さ

れ
た

い
。

・
成

瀬
ダ

ム
の

下
流

域
に

対
す

る
治

水
効

果
の

検
証

を
厳

密
に

行
う

べ
き

。

・治
水

基
準

点
の

椿
川

地
点

に
お

け
る

流
域

面
積

（
約

4,
0
3
5
km

2
）
に

対
し

て
、

成
瀬

ダ
ム

の
流

域
面

積
(約

68
km

2
)が

占
め

る
割

合
は

約
1
.7

%
で

す
。

椿
川

地
点

に
お

け
る

成
瀬

ダ
ム

の
寄

与
率

（
※

１
）
は

、
雄

物
川

流
域

で
発

生
し

た
主

要
な

１
３

洪
水

を
対

象
と

し
て

流
出

解
析

（
※

２
）を

実
施

し
た

結
果

、
降

雨
特

性
に

よ
り

幅
が

あ
り

ま
す

が
、

大
で

約
4.

7%
と

な
り

、
椿

川
地

点
に

お
け

る
流

域
面

積
に

対
し

、
成

瀬
ダ

ム
の

流
域

面
積

が
占

め
る

割
合

を
超

え
る

治
水

効
果

が
認

め
ら

れ
る

も
の

で
す

。
（
※

１
）
こ

こ
で

は
、

「
成

瀬
ダ

ム
が

な
い

と
設

定
し

た
と

き
の

洪
水

ピ
ー

ク
時

の
流

量
」
に

対
す

る
、

「
成

瀬
ダ

ム
が

な
い

と
設

定
し

た
と

き
の

洪
水

ピ
ー

ク
時

の
流

量
と

、
成

瀬
ダ

ム
が

あ
る

と
設

定
し

た
と

き
の

洪
水

ピ
ー

ク
時

の
流

量
と

の
差

」
の

比
率

と
し

た
。

（※
２

）
流

出
解

析
に

よ
り

算
出

し
た

椿
川

地
点

の
流

量
は

、
実

績
洪

水
時

の
降

雨
の

地
域

・時
間

分
布

の
違

い
の

み
に

着
目

し
、

そ
の

他
の

条
件

に
つ

い
て

は
、

全
て

同
一

と
仮

定
し

た
う

え
で

、
河

道
の

は
ん

濫
が

な
い

状
態

で
現

時
点

の
既

設
６

ダ
ム

が
あ

っ
た

も
の

と
し

て
算

出
し

た
推

定
値

で
あ

る
。

・「
当

ダ
ム

の
そ

の
寄

与
率

が
十

分
機

能
す

る
程

の
降

雨
量

が
あ

っ
た

際
の

椿
川

基
準

点
の

水
高

は
ど

れ
ほ

ど
増

す
の

か
」

に
つ

い
て

、
成

瀬
ダ

ム
に

よ
る

洪
水

調
節

の
寄

与
率

が
約

4.
7
%と

な
る

の
は

、
昭

和
56

年
8月

洪
水

の
場

合
で

す
（参

考
資

料
参

照
）。

当
該

洪
水

時
に

お
け

る
椿

川
基

準
点

の
実

績
水

位
は

、
昭

和
56

年
8月

23
日

22
:0

0時
点

に
3.

05
m

で
あ

っ
た

の
が

、
8
月

2
4
日

7
:0

0
時

点
に

は
7
.2

4
m

と
ピ

ー
ク

を
迎

え
、

こ
の

間
に

4
.1

9
m

上
昇

し
て

お
り

ま
す

。

・近
年

で
被

害
が

大
き

か
っ

た
S
6
2
.8

洪
水

以
降

、
玉

川
ダ

ム
建

設
や

河
川

改
修

事
業

を
鋭

意
進

め
て

お
り

ま
す

が
、

H
14

.8
洪

水
、

H
19

.9
洪

水
、

H
23

.6
洪

水
で

は
、

主
に

無
堤

地
区

が
多

く
残

っ
て

い
る

中
流

部
（
玉

川
下

流
）で

浸
水

被
害

が
頻

発
し

て
お

り
ま

す
。

　
ま

た
、

上
流

部
で

も
無

堤
地

区
で

は
浸

水
被

害
が

生
じ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

河
川

整
備

計
画

相
当

案
で

は
成

瀬
ダ

ム
の

下
流

域
に

対
す

る
治

水
効

果
の

検
証

を
行

っ
た

上
で

、
成

瀬
ダ

ム
建

設
と

河
川

改
修

と
の

組
合

せ
に

よ
り

、
こ

れ
ま

で
頻

発
し

て
い

る
洪

水
を

解
消

す
る

も
の

と
し

て
お

り
ま

す
。

【
「
成

瀬
ダ

ム
を

含
む

治
水

対
策

案
」
に

つ
い

て
】

治
０

４
・
堤

防
の

カ
サ

上
げ

よ
り

ダ
ム

に
よ

る
貯

水
。

・「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
基

づ
き

、
河

川
整

備
計

画
に

お
い

て
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

、
検

証
対

象
ダ

ム
を

含
む

案
と

検
証

対
象

ダ
ム

を
含

ま
な

い
複

数
の

治
水

対
策

案
を

立
案

し
て

お
り

、
堤

防
嵩

上
げ

案
に

つ
い

て
は

、
概

略
評

価
に

お
い

て
棄

却
さ

れ
て

お
り

ま
す

。

・
概

略
評

価
に

よ
り

抽
出

さ
れ

た
検

証
対

象
ダ

ム
を

含
む

案
と

検
証

対
象

ダ
ム

を
含

ま
な

い
複

数
の

治
水

対
策

案
に

つ
い

て
は

、
「ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
基

づ
き

、
評

価
軸

ご
と

の
評

価
、

目
的

別
の

総
合

評
価

及
び

総
合

的
な

評
価

を
行

い
、

対
応

方
針

（案
）
を

決
定

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
ま

す
。

治
０

３
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意

見
番

号
ご

意
見

を
踏

ま
え

た
論

点
（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

【
「
成

瀬
ダ

ム
を

含
ま

な
い

治
水

対
策

案
」
に

つ
い

て
】

治
０

５
・「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」に

お
い

て
、

「
複

数
の

治
水

対
策

案
は

、
河

川
整

備
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

る
水

系
に

お
い

て
は

、
河

川
整

備
計

画
を

基
本

と
し

、
河

川
整

備
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

な
い

水
系

に
お

い
て

は
、

河
川

整
備

計
画

に
相

当
す

る
整

備
内

容
の

案
を

設
定

す
る

。
複

数
の

治
水

対
策

案
は

、
河

川
整

備
計

画
に

お
い

て
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
立

案
す

る
。

」と
規

定
さ

れ
て

お
り

ま
す

。

［堤
防

の
強

化
］

・旧
西

仙
北

町
よ

り
下

流
の

洪
水

個
所

の
堤

防
を

強
化

。
［堤

防
の

強
化

］
・ご

意
見

に
あ

る
旧

西
仙

北
町

よ
り

下
流

の
洪

水
箇

所
の

堤
防

強
化

に
つ

い
て

、
「遊

水
機

能
を

有
す

る
土

地
の

保
全

」と
「部

分
的

に
低

い
堤

防
の

存
置

」を
組

み
合

わ
せ

た
ケ

ー
ス

９
，

１
０

，
１

３
以

外
の

治
水

対
策

案
に

お
い

て
は

、
築

堤
と

し
て

見
込

ん
で

お
り

ま
す

。

［
遊

水
地

］
・雄

物
川

流
域

の
適

当
な

個
所

に
遊

水
地

を
造

る
。

・集
中

豪
雨

に
備

え
る

た
め

に
、

「
広

く
浅

く
」の

遊
水

地
を

確
保

す
る

こ
と

。
周

囲
堤

は
過

大
な

も
の

で
な

く
現

実
的

な
も

の
を

工
夫

す
る

こ
と

。

［
遊

水
地

］
・ご

意
見

に
あ

る
遊

水
地

に
つ

い
て

は
、

複
数

の
治

水
対

策
案

の
立

案
に

お
い

て
、

流
量

低
減

効
果

を
発

現
す

る
よ

う
雄

物
川

沿
川

で
洪

水
を

貯
留

す
る

た
め

の
ま

と
ま

っ
た

土
地

面
積

が
確

保
で

き
、

で
き

る
限

り
家

屋
移

転
等

が
生

じ
な

い
候

補
地

と
し

て
３

地
区

を
選

定
し

た
「
新

た
な

施
設

に
よ

る
治

水
対

策
案

（
遊

水
地

）
」
（
ケ

ー
ス

６
－

１
，

６
－

２
，

６
－

３
）
を

検
討

し
て

お
り

ま
す

。
な

お
、

遊
水

地
内

の
用

地
に

つ
い

て
は

、
地

役
権

方
式

と
し

て
検

討
し

て
お

り
ま

す
。

・
関

係
自

治
体

と
連

携
し

、
遊

水
地

を
地

役
権

方
式

で
大

限
確

保
す

る
よ

う
努

力
す

る
と

と
も

に
、

被
害

の
際

の
共

済
制

度
を

充
実

さ
せ

る
こ

と
。

・ま
た

、
「新

た
な

施
設

に
よ

る
治

水
対

策
案

（
遊

水
地

）
」に

お
い

て
は

、
遊

水
地

の
機

能
の

保
全

の
妨

げ
と

な
る

工
作

物
の

設
置

そ
の

他
の

行
為

の
禁

止
等

を
目

的
と

し
て

、
地

役
権

を
設

定
す

る
こ

と
で

検
討

し
て

お
り

ま
す

の
で

、
遊

水
地

内
の

農
地

に
つ

い
て

は
、

従
前

ど
お

り
の

営
農

が
可

能
で

あ
る

と
想

定
し

て
お

り
ま

す
。

ご
意

見
に

あ
る

共
済

制
度

を
充

実
さ

せ
る

こ
と

に
つ

い
て

は
、

共
済

制
度

を
管

轄
す

る
機

関
へ

の
意

見
と

考
え

て
お

り
ま

す
。

［水
田

等
の

保
全

］
・昭

和
中

期
以

降
の

土
地

改
良

事
業

に
よ

っ
て

、
従

来
こ

の
エ

リ
ア

に
停

滞
し

て
遊

水
地

機
能

を
果

た
し

て
い

た
旧

河
川

敷
の

水
は

、
そ

の
機

能
を

奪
わ

れ
て

一
挙

に
雄

物
川

幹
線

水
路

へ
と

奔
流

の
ご

と
く
流

下
し

て
い

き
、

今
日

の
下

流
域

の
洪

水
に

加
担

し
て

い
る

こ
と

に
な

る
の

で
は

な
い

か
。

水
は

個
々

の
単

位
水

田
を

満
た

す
と

、
旧

来
の

よ
う

に
隣

接
水

田
へ

で
は

な
く
、

た
だ

ち
に

排
水

路
へ

と
排

泄
さ

れ
、

幹
線

排
水

路
へ

と
原

則
急

速
に

流
出

さ
れ

て
い

る
。

「
反

復
し

て
用

水
路

へ
と

戻
さ

れ
利

用
さ

れ
て

い
る

」
と

い
う

け
れ

ど
も

、
数

箇
所

に
過

ぎ
ず

し
か

も
そ

の
反

復
水

も
、

枝
線

か
ら

そ
の

水
田

へ
入

れ
ば

直
ち

に
再

び
排

水
路

へ
と

放
棄

さ
れ

て
い

く
。

「ゆ
っ

く
り

と
流

下
」と

は
無

縁
ど

こ
ろ

か
、

従
来

に
加

算
す

る
流

下
量

を
下

流
部

基
準

点
へ

向
け

て
排

出
し

て
い

る
こ

と
と

な
る

。
水

田
の

「
洪

水
防

止
機

能
」は

、
人

々
の

協
力

で
充

分
対

応
で

き
る

。
案

と
し

て
た

と
え

ば
洪

水
警

報
な

ど
の

緊
急

時
に

日
当

を
支

払
う

と
す

る
。

［水
田

等
の

保
全

］
・水

田
の

「洪
水

防
止

機
能

」に
つ

い
て

は
、

地
域

の
方

々
の

ご
協

力
を

い
た

だ
け

れ
ば

、
そ

の
効

果
を

充
分

に
発

揮
す

る
こ

と
が

で
き

る
、

と
の

ご
意

見
に

つ
い

て
、

緊
急

時
に

お
け

る
日

当
の

支
払

い
等

の
経

費
は

計
上

し
て

い
な

い
も

の
の

、
水

田
の

畦
畔

を
か

さ
上

げ
す

る
こ

と
で

雨
水

を
貯

留
す

る
効

果
を

組
み

合
わ

せ
た

「
雨

水
貯

留
・
浸

透
施

設
、

水
田

等
の

保
全

に
よ

る
治

水
対

策
案

」
に

つ
い

て
検

討
し

て
お

り
ま

す
（
ケ

ー
ス

１
１

，
１

４
，

１
５

，
１

６
）
。

　
治

水
対

策
案

の
検

討
に

お
い

て
は

、
現

状
の

土
地

利
用

状
況

を
前

提
と

し
て

お
り

ま
す

。

・河
道

よ
り

は
る

か
に

広
い

中
流

域
に

内
包

さ
れ

る
耕

地
、

と
く
に

水
田

の
治

水
効

果
は

よ
り

的
確

に
調

査
し

算
定

し
て

お
く
べ

き
で

あ
る

が
、

資
料

中
に

は
具

体
的

説
明

が
見

当
た

ら
な

い
。

・水
田

等
の

保
全

に
つ

い
て

は
、

面
積

約
57

0
km

2
（
転

作
等

除
く
）
の

水
田

を
対

象
に

水
田

の
畦

畔
を

1
5
c
m

か
さ

上
げ

し
雨

水
を

貯
留

す
る

こ
と

と
し

て
検

討
し

て
お

り
ま

す
（
「
第

３
回

 成
瀬

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の

場
資

料
－

３
　

複
数

の
治

水
対

策
案

の
立

案
と

概
略

評
価

に
つ

い
て

」
Ｐ

３
６

参
照

）。

【河
川

整
備

に
つ

い
て

】

治
０

６
・
集

中
豪

雨
が

懸
念

さ
れ

る
現

在
、

雄
物

川
中

流
域

の
洪

水
対

策
こ

そ
急

ぐ
べ

き
。

・雄
物

川
中

流
域

に
お

け
る

現
事

業
（「

雄
物

川
中

流
部

緊
急

対
策

事
業

」
、

強
首

地
区

下
流

の
樋

門
工

事
等

）を
着

実
に

早
期

に
行

う
こ

と
。

・雄
物

川
・玉

川
合

流
点

よ
り

下
流

域
で

の
河

道
整

備
・河

道
掘

削
を

年
次

計
画

を
立

て
て

着
実

に
行

う
こ

と
。

・
羽

後
町

鵜
巣

地
区

の
治

水
対

策
は

し
っ

か
り

し
た

築
堤

で
対

応
し

て
も

ら
い

た
い

。

・雄
物

川
・玉

川
合

流
点

よ
り

下
流

の
雄

物
川

中
流

地
区

は
約

20
km

に
わ

た
り

無
堤

で
あ

る
た

め
、

他
地

区
に

比
べ

て
治

水
安

全
度

が
低

く
、

水
害

常
襲

地
域

と
な

っ
て

お
り

ま
す

。
一

つ
の

集
落

と
し

て
沿

川
で

は
も

家
屋

の
多

い
強

首
地

区
は

、
輪

中
堤

に
よ

り
緊

急
的

に
洪

水
防

御
を

し
ま

し
た

が
、

そ
の

上
下

流
に

は
未

だ
無

堤
区

間
が

多
く
残

さ
れ

て
い

ま
す

。
  

現
在

、
雄

物
川

中
流

部
緊

急
対

策
特

定
区

間
事

業
や

河
川

改
修

事
業

に
よ

り
、

築
堤

、
河

道
掘

削
及

び
樋

門
等

の
整

備
を

計
画

的
に

進
め

て
い

る
と

こ
ろ

で
す

。
　

羽
後

町
鵜

巣
地

区
に

つ
い

て
は

、
県

道
改

良
事

業
と

連
携

し
、

必
要

な
断

面
を

有
す

る
道

路
兼

用
堤

防
と

し
て

整
備

を
進

め
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

・東
成

瀬
村

岩
井

川
地

区
の

洪
水

対
策

は
、

土
砂

が
合

流
点

付
近

に
堆

積
し

て
い

る
の

で
、

河
道

掘
削

を
優

先
し

て
や

っ
て

い
た

だ
き

た
い

。
・ご

意
見

の
あ

る
東

成
瀬

村
岩

井
川

地
区

の
河

道
掘

削
に

つ
い

て
は

、
当

該
区

間
の

河
川

管
理

者
で

あ
る

秋
田

県
よ

り
以

下
の

と
お

り
伺

っ
て

お
り

ま
す

。
　

「
ご

意
見

の
箇

所
に

つ
い

て
は

、
成

瀬
川

と
合

居
川

と
の

合
流

点
付

近
で

あ
る

と
推

測
さ

れ
ま

す
。

現
時

点
に

お
い

て
は

、
河

川
流

下
断

面
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
河

道
掘

削
の

計
画

は
あ

り
ま

せ
ん

が
、

今
後

も
河

川
を

監
視

し
な

が
ら

状
況

変
化

の
把

握
に

努
め

る
と

と
も

に
、

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
は

地
元

市
町

村
と

も
協

議
を

し
て

判
断

し
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。
」
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意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

治
０

７
【
そ

の
他

】

・
今

回
の

地
域

行
政

の
長

の
ご

意
見

の
矛

盾
部

分
が

多
く
、

改
め

て
全

員
の

考
え

の
共

通
理

解
の

必
要

性
を

思
っ

た
。

・
「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
お

い
て

、
「
検

証
に

か
か

る
検

討
に

当
た

っ
て

は
、

（
中

略
）
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の

場
を

設
置

し
、

相
互

の
立

場
を

理
解

し
つ

つ
、

検
討

内
容

の
認

識
を

深
め

検
討

を
進

め
る

。
」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

成
瀬

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
お

い
て

も
「
成

瀬
ダ

ム
建

設
事

業
の

関
係

地
方

公
共

団
体

か
ら

な
る

検
討

の
場

」
を

設
置

し
、

平
成

２
３

年
１

０
月

ま
で

に
３

回
開

催
し

、
検

討
内

容
の

認
識

を
深

め
な

が
ら

検
討

を
進

め
て

お
り

ま
す

。

・
成

瀬
ダ

ム
建

設
は

即
刻

中
止

。

・
食

物
連

鎖
を

断
ち

切
る

事
業

は
し

な
い

で
下

さ
い

。

・
「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

基
づ

き
、

「
雄

物
川

水
系

河
川

整
備

計
画

（
国

管
理

区
間

）
（
素

案
）
」
の

目
標

を
「
河

川
整

備
計

画
に

お
い

て
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

」
と

し
て

、
複

数
の

治
水

対
策

案
の

検
討

を
行

っ
て

お
り

ま
す

。

・
「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

基
づ

き
、

概
略

評
価

に
よ

り
抽

出
さ

れ
た

複
数

の
治

水
対

策
案

に
つ

い
て

、
評

価
軸

ご
と

の
評

価
、

目
的

別
の

総
合

評
価

及
び

総
合

的
な

評
価

を
行

い
、

対
応

方
針

（案
）を

決
定

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
ま

す
。
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意

見
番

号
ご

意
見

を
踏

ま
え

た
論

点
（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

【複
数

の
新

規
利

水
対

策
案

の
立

案
及

び
概

略
評

価
に

つ
い

て
】

【具
体

的
な

新
規

利
水

対
策

案
の

提
案

に
つ

い
て

】
・「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」に

お
い

て
、

「
検

討
主

体
は

、
利

水
参

画
者

に
対

し
、

ダ
ム

事
業

参
画

継
続

の
意

思
が

あ
る

か
、

開
発

量
と

し
て

何
ｍ

3
/
sが

必
要

か
、

ま
た

、
必

要
に

応
じ

、
利

水
参

画
者

に
お

い
て

水
需

要
計

画
の

点
検

・確
認

を
行

う
よ

う
要

請
す

る
。

そ
の

上
で

、
検

討
主

体
に

お
い

て
、

（
中

略
）必

要
量

の
算

出
が

妥
当

に
行

わ
れ

て
い

る
か

を
確

認
す

る
。

」と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
複

数
の

新
規

利
水

対
策

案
は

、
利

水
参

画
者

に
対

し
て

確
認

し
た

必
要

な
開

発
量

を
確

認
の

上
、

そ
の

量
を

確
保

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

立
案

し
て

お
り

ま
す

。

・夏
場

の
か

ん
が

い
用

水
確

保
策

と
し

て
、

皆
瀬

ダ
ム

の
運

転
規

則
を

改
定

し
、

7
月

1
日

ま
で

に
機

械
的

に
貯

留
水

を
放

流
す

る
の

で
は

な
く
、

ア
メ

ダ
ス

情
報

等
に

も
と

づ
い

て
貯

水
・
放

流
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

す
る

こ
と

。
・ご

意
見

を
踏

ま
え

、
皆

瀬
ダ

ム
の

操
作

ル
ー

ル
を

見
直

し
た

案
に

つ
い

て
追

加
検

討
し

ま
し

た
が

、
以

下
の

理
由

か
ら

新
規

利
水

対
策

案
と

す
る

こ
と

は
困

難
と

い
た

し
ま

し
た

。

利
０

１
・皆

瀬
ダ

ム
の

操
作

規
則

に
定

め
る

洪
水

期
間

（7
/
1～

9/
30

）は
、

既
往

の
洪

水
特

性
な

ど
か

ら
適

切
に

設
定

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

洪
水

調
節

容
量

内
に

利
水

容
量

を
確

保
し

た
場

合
に

お
い

て
、

洪
水

調
節

容
量

を
確

保
す

る
た

め
、

洪
水

の
発

生
ま

で
に

水
位

を
低

下
さ

せ
る

事
前

放
流

が
必

要
と

な
り

ま
す

が
、

過
去

の
出

水
な

ど
か

ら
検

討
を

行
っ

た
結

果
、

事
前

放
流

に
よ

る
洪

水
調

節
容

量
の

確
保

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
り

、
水

位
を

下
げ

き
れ

ず
治

水
面

に
リ

ス
ク

を
生

じ
さ

せ
る

可
能

性
が

あ
り

ま
す

。
（第

４
回

検
討

の
場

　
資

料
５

－
２

Ｐ
２

参
照

）
・な

お
、

新
規

利
水

対
策

案
に

お
い

て
は

、
「
他

用
途

ダ
ム

の
容

量
買

い
上

げ
」と

し
て

、
皆

瀬
ダ

ム
治

水
容

量
16

,2
00

千
m

3
を

活
用

す
る

案
も

検
討

し
て

お
り

ま
す

。

・平
鹿

平
野

の
扇

状
地

上
部

（増
田

町
・十

文
字

町
地

区
）に

雪
解

け
水

、
洪

水
時

の
水

を
溜

め
る

貯
水

池
・遊

水
地

を
設

け
、

夏
場

の
渇

水
期

に
備

え
る

と
と

も
に

、
適

宜
、

地
下

水
涵

養
の

た
め

に
利

用
す

る
こ

と
。

・ご
意

見
に

あ
る

貯
水

池
・遊

水
地

に
つ

い
て

は
、

複
数

の
新

規
利

水
対

策
案

の
立

案
に

お
い

て
、

「
河

道
外

貯
留

施
設

（調
整

池
）案

」と
し

て
検

討
し

て
お

り
ま

す
。

な
お

、
本

案
で

は
地

下
水

涵
養

の
た

め
の

利
用

に
つ

い
て

は
見

込
ん

で
お

り
ま

せ
ん

が
、

必
要

量
が

地
下

水
取

水
可

能
と

想
定

し
た

「地
下

水
取

水
」の

検
討

を
別

途
行

っ
て

お
り

ま
す

（
例

え
ば

、
新

規
利

水
対

策
案

（か
ん

が
い

）の
ケ

ー
ス

６
）
。

・皆
瀬

川
の

濁
り

解
消

策
と

し
て

も
、

皆
瀬

ダ
ム

・板
戸

ダ
ム

の
ヘ

ド
ロ

を
浚

渫
し

、
利

水
容

量
を

実
質

的
に

確
保

す
る

こ
と

。
・ご

意
見

の
あ

る
皆

瀬
川

の
濁

り
解

消
策

に
つ

い
て

は
、

皆
瀬

川
の

河
川

管
理

者
で

あ
る

秋
田

県
よ

り
以

下
の

と
お

り
伺

っ
て

お
り

ま
す

。
　

「
皆

瀬
ダ

ム
は

、
上

流
か

ら
流

れ
込

む
土

砂
が

堆
積

す
る

分
の

容
量

を
確

保
し

て
お

り
、

現
在

の
土

砂
の

堆
積

は
そ

の
容

量
内

に
収

ま
っ

て
い

ま
す

。
そ

の
た

め
、

新
た

に
利

水
容

量
を

確
保

す
る

た
め

の
浚

渫
予

定
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
今

後
も

貯
水

池
内

の
堆

砂
状

況
を

監
視

し
、

状
況

変
化

の
把

握
に

努
め

ま
す

。
」

　
「
な

お
、

一
般

的
な

ダ
ム

と
同

様
に

出
水

時
に

ダ
ム

貯
水

池
や

下
流

河
川

が
濁

る
状

況
が

み
ら

れ
ま

す
。

皆
瀬

ダ
ム

と
し

て
は

選
択

取
水

設
備

を
活

用
し

て
、

貯
水

池
の

中
で

も
水

質
の

良
い

層
か

ら
取

水
し

、
下

流
河

川
へ

の
影

響
を

極
力

少
な

く
す

る
よ

う
努

め
て

お
り

ま
す

が
、

今
後

も
ダ

ム
貯

水
池

及
び

下
流

河
川

の
状

況
を

監
視

し
な

が
ら

、
水

質
悪

化
防

止
に

努
め

ま
す

。
」

【複
数

の
新

規
利

水
対

策
案

の
検

討
に

つ
い

て
】

利
０

２

・南
外

地
区

，
刈

和
野

地
区

，
大

沢
郷

地
区

（大
仙

市
）へ

の
利

水
は

、
日

本
海

へ
垂

れ
流

し
て

い
る

玉
川

ダ
ム

の
水

を
活

用
す

べ
き

で
あ

る
。

水
系

が
違

う
の

で
利

用
で

き
な

い
と

い
う

の
は

到
底

理
解

で
き

な
い

。
し

か
も

、
南

外
地

区
は

今
す

ぐ
に

も
水

は
必

要
で

あ
る

。

・「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
お

い
て

、
「
検

討
主

体
は

、
利

水
参

画
者

に
対

し
、

ダ
ム

事
業

参
画

継
続

の
意

思
が

あ
る

か
、

開
発

量
と

し
て

何
ｍ

3
/
sが

必
要

か
、

ま
た

、
必

要
に

応
じ

、
利

水
参

画
者

に
お

い
て

水
需

要
計

画
の

点
検

・確
認

を
行

う
よ

う
要

請
す

る
。

そ
の

上
で

、
検

討
主

体
に

お
い

て
、

（
中

略
）必

要
量

の
算

出
が

妥
当

に
行

わ
れ

て
い

る
か

を
確

認
す

る
。

」と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

基
づ

き
検

討
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

・本
検

証
の

検
討

主
体

で
あ

る
東

北
地

方
整

備
局

は
、

成
瀬

ダ
ム

の
利

水
参

画
者

に
対

し
、

ダ
ム

事
業

参
画

継
続

の
意

思
は

あ
る

か
、

開
発

量
と

し
て

ど
れ

だ
け

必
要

か
確

認
を

行
っ

た
と

こ
ろ

、
引

き
続

き
事

業
参

画
を

継
続

し
た

い
旨

の
回

答
と

必
要

と
な

る
開

発
量

の
算

定
根

拠
が

わ
か

る
資

料
を

提
供

し
て

い
た

だ
き

ま
し

た
。

こ
の

資
料

に
基

づ
き

、
東

北
地

方
整

備
局

に
お

い
て

必
要

量
の

算
出

が
妥

当
に

お
こ

な
わ

れ
て

い
る

か
等

に
つ

い
て

確
認

を
行

い
、

確
認

し
た

必
要

な
開

発
量

を
確

保
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
新

規
利

水
対

策
案

を
立

案
し

て
お

り
ま

す
。

・ご
意

見
に

あ
る

玉
川

ダ
ム

の
活

用
に

つ
い

て
は

、
複

数
の

新
規

利
水

対
策

案
の

立
案

に
お

い
て

、
大

仙
市

の
水

道
用

水
を

玉
川

ダ
ム

の
ダ

ム
使

用
権

等
の

振
替

に
よ

り
確

保
す

る
案

を
検

討
し

て
お

り
ま

す
（ケ

ー
ス

１
４

，
１

５
，

１
６

）。
な

お
、

現
在

、
大

仙
市

南
外

地
区

の
ほ

か
、

刈
和

野
地

区
，

大
沢

郷
地

区
に

つ
い

て
も

、
将

来
的

な
安

定
水

源
を

成
瀬

ダ
ム

に
依

存
す

る
こ

と
を

前
提

と
し

た
、

暫
定

豊
水

水
利

権
を

取
得

し
て

水
道

用
水

を
取

水
し

て
お

り
ま

す
。
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 意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（下
段

は
、

論
点

に
対

応
す

る
ご

意
見

の
例

）
検

討
主

体
の

考
え

方

利
０

７
［
水

力
発

電
］

・自
然

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

活
用

（
水

力
発

電
）。

・
成

瀬
ダ

ム
に

は
、

秋
田

県
の

発
電

事
業

が
参

画
し

て
い

ま
す

が
、

こ
の

参
画

は
秋

田
県

か
ら

の
申

請
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
い

る
も

の
で

す
。

・成
瀬

ダ
ム

の
発

電
は

、
発

電
専

用
の

貯
水

容
量

を
持

た
ず

、
他

の
水

利
使

用
等

の
目

的
で

放
流

す
る

水
を

利
用

し
て

行
わ

れ
る

「従
属

発
電

（※
）
」
で

あ
り

、
他

の
目

的
が

効
果

を
発

揮
す

る
こ

と
を

前
提

と
し

て
事

業
が

成
立

し
て

い
る

も
の

で
す

。
　 ※

「従
属

発
電

」と
は

、
か

ん
が

い
用

水
の

用
水

路
･水

道
用

水
の

よ
う

な
他

の
水

利
使

用
の

水
路

等
に

設
置

し
た

発
電

施
設

に
お

い
て

､発
電

の
た

め
の

取
水

が
､通

年
､当

該
他

の
水

利
使

用
の

運
用

に
従

っ
て

の
み

行
わ

れ
る

も
の

で
あ

り
､既

許
可

の
他

の
水

利
使

用
に

完
全

に
従

属
す

る
水

利
用

の
形

態
を

採
っ

て
い

る
も

の
で

あ
る

｡

・「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
お

い
て

、
「洪

水
調

節
、

新
規

利
水

、
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

以
外

の
目

的
（発

電
（他

の
水

利
使

用
に

従
属

す
る

も
の

を
除

く
。

）等
に

つ
い

て
は

、
（中

略
）目

的
に

応
じ

た
検

討
を

行
う

。
」と

規
定

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

成
瀬

ダ
ム

の
発

電
は

、
「他

の
水

利
使

用
に

従
属

す
る

も
の

」に
該

当
す

る
こ

と
か

ら
、

目
的

別
の

検
討

の
対

象
と

な
っ

て
お

り
ま

せ
ん

。

・な
お

、
「今

後
の

治
水

対
策

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」が

「
中

間
と

り
ま

と
め

」
に

関
し

て
平

成
２

２
年

７
月

に
意

見
募

集
等

を
行

い
、

そ
の

結
果

が
同

年
９

月
に

公
表

さ
れ

て
い

ま
す

。
そ

こ
で

は
「第

８
章

に
お

け
る

発
電

利
水

の
位

置
づ

け
を

明
確

に
す

べ
き

。
」と

い
う

ご
意

見
に

対
し

、
「発

電
専

用
容

量
を

持
た

な
い

従
属

発
電

に
つ

い
て

は
、

新
規

利
水

対
策

案
の

評
価

に
お

い
て

、
例

え
ば

、
発

電
を

目
的

と
し

て
事

業
に

参
画

し
て

い
る

者
へ

の
影

響
の

程
度

に
つ

い
て

評
価

す
る

こ
と

と
し

ま
す

。
」と

の
考

え
方

が
示

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

・成
瀬

ダ
ム

の
発

電
に

つ
い

て
は

、
こ

の
考

え
方

に
沿

っ
て

、
新

規
利

水
及

び
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
対

策
案

の
検

討
の

際
に

そ
れ

ぞ
れ

評
価

し
て

お
り

ま
す

。

利
０

８
［
そ

の
他

］

・八
木

（
皆

瀬
）
頭

首
工

（横
手

市
増

田
町

）の
改

修
に

よ
り

同
頭

首
工

の
貯

水
量

は
大

幅
に

増
加

、
水

門
が

5基
あ

る
が

6月
以

外
は

2基
だ

け
開

門
さ

れ
、

3基
は

閉
ま

っ
た

ま
ま

で
あ

る
。

と
い

う
こ

と
は

成
瀬

ダ
ム

が
な

く
て

も
水

は
十

分
に

あ
る

と
い

う
こ

と
で

は
な

い
か

。

・皆
瀬

頭
首

工
で

は
、

代
か

き
期

、
普

通
期

、
非

か
ん

が
い

期
、

そ
れ

ぞ
れ

の
期

間
に

お
い

て
水

利
使

用
許

可
の

範
囲

内
で

受
益

地
に

必
要

な
水

量
を

取
水

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

ご
質

問
に

つ
い

て
は

、
取

水
口

の
ゲ

ー
ト

門
数

は
大

取
水

量
に

対
応

し
た

も
の

と
な

っ
て

お
り

、
取

水
量

に
応

じ
て

取
水

口
ゲ

ー
ト

の
開

閉
等

の
操

作
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
と

、
雄

物
川

筋
土

地
改

良
区

よ
り

伺
っ

て
お

り
ま

す
。

な
お

、
皆

瀬
頭

首
工

は
取

水
位

の
確

保
を

目
的

に
設

置
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

貯
留

を
目

的
と

し
た

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

・地
域

の
水

利
用

の
実

態
を

見
張

り
管

理
す

る
人

材
と

組
織

を
作

り
水

を
大

切
に

使
う

。
・
ご

意
見

に
あ

る
人

材
と

組
織

づ
く
り

に
つ

い
て

は
、

渇
水

調
整

の
強

化
や

節
水

対
策

の
一

環
と

し
て

考
え

ら
れ

る
方

策
の

一
つ

と
認

識
し

て
お

り
ま

す
。

本
検

証
に

お
い

て
は

、
効

果
を

あ
ら

か
じ

め
定

量
的

に
見

込
む

こ
と

は
で

き
な

い
、

も
し

く
は

困
難

で
あ

る
が

、
全

て
の

新
規

利
水

対
策

案
に

共
通

す
る

方
策

と
し

て
お

り
ま

す
。
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意

見
番

号
ご

意
見

を
踏

ま
え

た
論

点
（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

【必
要

な
開

発
量

の
確

認
に

つ
い

て
】

利
０

３
［
新

規
利

水
全

般
］

・水
道

水
の

確
保

、
渇

水
対

策
、

農
業

用
水

は
今

で
は

根
拠

な
い

。

・建
設

あ
り

き
の

デ
ー

タ
に

疑
問

。

・「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
お

い
て

、
「
検

討
主

体
は

、
利

水
参

画
者

に
対

し
、

ダ
ム

事
業

参
画

継
続

の
意

思
が

あ
る

か
、

開
発

量
と

し
て

何
ｍ

3
/
sが

必
要

か
、

ま
た

、
必

要
に

応
じ

、
利

水
参

画
者

に
お

い
て

水
需

要
計

画
の

点
検

・確
認

を
行

う
よ

う
要

請
す

る
。

そ
の

上
で

、
検

討
主

体
に

お
い

て
、

（
中

略
）必

要
量

の
算

出
が

妥
当

に
行

わ
れ

て
い

る
か

を
確

認
す

る
。

」と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
検

討
主

体
で

あ
る

東
北

地
方

整
備

局
に

お
い

て
、

利
水

参
画

者
に

対
し

て
確

認
し

た
必

要
な

開
発

量
を

確
認

し
て

お
り

ま
す

。
　

「
検

証
主

体
が

行
う

必
要

な
開

発
量

の
確

認
方

法
・結

果
」に

つ
い

て
は

、
「
第

３
回

 成
瀬

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の

場
　

資
料

－
２

　
事

業
等

の
点

検
に

つ
い

て
」に

お
い

て
提

示
し

て
お

り
ま

す
。

［水
道

用
水

］
・（

水
道

用
水

に
つ

い
て

）
当

該
地

域
で

は
、

少
子

高
齢

化
、

人
口

減
少

が
著

し
い

。
ま

た
、

節
水

意
識

の
向

上
、

節
水

機
器

の
普

及
等

に
よ

っ
て

水
需

要
は

減
少

の
一

途
で

あ
り

、
ダ

ム
を

造
る

必
要

は
全

く
な

い
。

・本
検

証
の

検
討

主
体

で
あ

る
東

北
地

方
整

備
局

が
、

成
瀬

ダ
ム

の
利

水
参

画
者

（水
道

用
水

）で
あ

る
湯

沢
市

、
横

手
市

、
大

仙
市

対
し

、
ダ

ム
事

業
参

画
継

続
の

意
思

は
あ

る
か

、
開

発
量

と
し

て
ど

れ
だ

け
必

要
か

確
認

を
行

っ
た

と
こ

ろ
、

各
者

か
ら

引
き

続
き

事
業

参
画

を
継

続
し

た
い

旨
の

回
答

と
必

要
と

な
る

開
発

量
の

算
定

根
拠

が
わ

か
る

資
料

を
い

た
だ

き
ま

し
た

。
こ

の
資

料
に

基
づ

き
、

必
要

量
の

算
出

が
妥

当
に

行
わ

れ
て

い
る

か
等

を
東

北
地

方
整

備
局

に
お

い
て

確
認

を
行

い
、

確
認

し
た

必
要

な
開

発
量

を
確

保
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
新

規
利

水
対

策
案

を
立

案
し

て
お

り
ま

す
。

　
「
検

証
主

体
が

行
う

必
要

な
開

発
量

の
確

認
方

法
・結

果
」に

つ
い

て
は

、
「
第

３
回

 成
瀬

ダ
ム

建
設

事
業

の
関

係
地

方
公

共
団

体
か

ら
な

る
検

討
の

場
　

資
料

－
２

　
事

業
等

の
点

検
に

つ
い

て
」に

お
い

て
提

示
し

て
お

り
ま

す
。

［農
業

用
水

］

･か
ん

が
い

用
水

の
利

用
の

あ
り

方
と

し
て

「水
口

→
一

枚
の

田
ん

ぼ
→

排
水

路
」と

い
う

使
い

捨
て

の
水

利
用

で
は

な
く
、

上
の

田
ん

ぼ
か

ら
下

の
田

ん
ぼ

へ
と

可
能

な
限

り
繰

り
返

し
使

う
、

昔
な

が
ら

の
方

法
を

検
討

し
て

も
ら

い
た

い
。

・除
草

剤
を

効
か

せ
る

た
め

の
減

水
深

20
㎜

／
日

以
下

と
い

う
基

準
で

必
要

量
を

再
検

討
し

、
過

大
な

取
水

量
を

是
正

す
る

こ
と

を
関

係
者

に
求

め
る

こ
と

。

・本
検

証
の

検
討

主
体

で
あ

る
東

北
地

方
整

備
局

は
、

成
瀬

ダ
ム

の
利

水
参

画
者

（か
ん

が
い

用
水

）で
あ

る
東

北
農

政
局

に
対

し
、

ダ
ム

事
業

参
画

継
続

の
意

思
は

あ
る

か
、

開
発

量
と

し
て

ど
れ

だ
け

必
要

か
確

認
を

行
っ

た
と

こ
ろ

、
引

き
続

き
事

業
参

画
を

継
続

し
た

い
旨

の
回

答
と

必
要

と
な

る
開

発
量

の
算

定
根

拠
が

わ
か

る
資

料
を

い
た

だ
き

ま
し

た
。

こ
の

資
料

に
基

づ
き

、
必

要
量

の
算

出
が

妥
当

に
お

こ
な

わ
れ

て
い

る
か

等
を

東
北

地
方

整
備

局
に

お
い

て
確

認
を

行
い

、
確

認
し

た
必

要
な

開
発

量
を

確
保

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

新
規

利
水

対
策

案
を

立
案

し
て

お
り

ま
す

。

・ご
意

見
に

あ
る

か
ん

が
い

用
水

の
あ

り
方

に
つ

い
て

は
、

国
営

平
鹿

平
野

農
業

水
利

事
業

を
所

管
し

て
い

る
東

北
農

政
局

よ
り

以
下

の
と

お
り

伺
っ

て
お

り
ま

す
。

　
「
平

鹿
平

野
地

区
に

お
い

て
は

、
か

ん
が

い
用

水
を

有
効

に
利

用
す

る
た

め
、

皆
瀬

・
成

瀬
頭

首
工

か
ら

取
水

し
た

用
水

を
上

流
の

地
域

で
利

用
し

た
後

、
下

流
排

水
路

に
流

出
し

た
用

水
を

再
び

下
流

の
地

域
で

か
ん

が
い

用
水

と
し

て
利

用
す

る
反

復
利

用
が

行
わ

れ
て

お
り

、
事

業
計

画
に

お
け

る
用

水
の

反
復

利
用

に
つ

い
て

は
、

水
田

に
貯

留
さ

れ
た

用
水

が
地

下
に

浸
透

し
て

、
そ

の
一

部
が

下
流

の
排

水
路

に
流

出
し

て
き

た
も

の
を

排
水

路
に

堰
を

設
け

、
反

復
水

と
し

て
再

利
用

す
る

計
画

で
あ

る
。

」

・ご
意

見
に

あ
る

減
水

深
に

つ
い

て
は

、
国

営
平

鹿
平

野
農

業
水

利
事

業
を

所
管

し
て

い
る

東
北

農
政

局
よ

り
以

下
の

と
お

り
伺

っ
て

お
り

ま
す

。
　

「
減

水
深

は
、

地
形

、
土

壌
、

地
下

水
位

な
ど

に
よ

っ
て

左
右

さ
れ

る
た

め
、

国
営

平
鹿

平
野

土
地

改
良

事
業

計
画

で
用

い
ら

れ
る

減
水

深
は

、
平

鹿
平

野
地

区
内

の
ほ

場
に

お
け

る
実

測
結

果
に

基
づ

き
設

定
し

て
い

る
。

こ
の

た
め

、
国

営
平

鹿
平

野
土

地
改

良
事

業
計

画
に

お
い

て
は

、
昭

和
5
8年

～
昭

和
60

年
の

実
測

結
果

に
基

づ
き

、
土

壌
タ

イ
プ

ご
と

に
分

類
し

、
期

別
で

1
0
m

m
～

2
9
m

m
と

設
定

し
て

い
る

。
な

お
、

平
鹿

平
野

地
区

に
お

い
て

、
平

均
減

水
深

が
2
0
m

m
未

満
の

減
水

深
タ

イ
プ

に
分

類
し

た
計

画
面

積
は

、
全

体
面

積
の

約
７

割
を

占
め

て
い

る
。

」

・「
旱

魃
に

飢
饉

な
し

」
と

い
う

よ
う

に
、

数
年

お
き

に
水

が
不

足
す

る
こ

と
は

あ
る

が
、

凶
作

に
な

っ
た

こ
と

は
な

い
。

・
干

害
の

被
害

量
に

つ
い

て
、

平
鹿

平
野

地
区

の
み

を
特

定
で

き
る

統
計

は
な

い
も

の
の

、
県

南
地

方
（湯

沢
市

・雄
勝

郡
、

横
手

市
・平

鹿
郡

、
大

曲
市

・仙
北

郡
）で

は
、

昭
和

53
年

～
平

成
３

年
の

14
年

間
で

5年
、

全
県

の
統

計
の

み
と

な
っ

た
平

成
４

年
～

19
年

の
16

年
間

で
は

、
全

県
単

位
で

９
年

の
干

害
が

発
生

し
て

お
り

ま
す

（出
典

：「
秋

田
の

農
産

物
」（

東
北

農
政

局
秋

田
農

政
事

務
所

））
。
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意

見
番

号
ご

意
見

を
踏

ま
え

た
論

点
（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

利
０

３
・
減

反
（
転

作
）
率

が
3
8
％

と
い

う
現

実
の

な
か

で
、

果
た

し
て

2
倍

（
皆

瀬
頭

首
工

）
の

水
が

本
当

に
必

要
な

の
か

と
い

う
住

民
の

素
朴

な
声

に
答

え
る

必
要

が
あ

る
。

米
余

り
の

な
か

、
対

象
地

域
一

律
の

減
反

（転
作

）率
で

は
な

く
、

適
地

適
作

で
米

作
、

畑
作

の
配

置
を

行
う

こ
と

が
大

切
で

あ
る

。

・農
業

用
水

は
米

が
余

り
減

反
田

、
休

耕
田

が
あ

り
、

水
田

用
水

の
需

要
は

減
っ

て
い

る
。

・代
か

き
期

の
か

ん
が

い
用

水
の

確
保

に
つ

い
て

は
、

現
実

に
大

量
の

雪
解

け
水

が
流

れ
て

い
る

の
で

あ
り

、
豊

水
水

利
権

の
た

め
に

ダ
ム

を
造

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

呪
縛

か
ら

解
放

さ
れ

る
べ

き
。

・
東

北
農

政
局

と
の

連
携

に
よ

り
皆

瀬
川

・
成

瀬
川

か
ら

の
過

大
な

取
水

を
制

限
す

る
方

向
で

検
討

し
て

も
ら

い
た

い
。

・
ご

意
見

の
あ

る
皆

瀬
頭

首
工

の
取

水
量

に
つ

い
て

は
、

国
営

平
鹿

平
野

農
業

水
利

事
業

を
所

管
し

て
い

る
東

北
農

政
局

よ
り

以
下

の
と

お
り

伺
っ

て
お

り
ま

す
。

　
「
皆

瀬
頭

首
工

に
お

い
て

、
計

画
取

水
量

が
既

得
許

可
水

量
の

２
倍

と
な

る
期

間
は

、
か

ん
が

い
期

間
（
年

間
1
2
3
日

）
の

う
ち

、
代

か
き

期
間

(年
間

15
日

)で
あ

る
。

必
要

量
は

平
鹿

平
野

地
区

内
の

ほ
場

に
お

け
る

実
測

結
果

に
基

づ
く
代

か
き

減
水

深
及

び
水

田
の

耕
起

作
業

の
実

施
日

数
な

ど
、

地
域

の
営

農
実

態
を

踏
ま

え
て

算
定

し
て

い
る

。
」

・
ご

意
見

の
あ

る
か

ん
が

い
用

水
の

需
要

に
つ

い
て

は
、

国
営

平
鹿

平
野

農
業

水
利

事
業

を
所

管
し

て
い

る
東

北
農

政
局

よ
り

下
記

の
と

お
り

伺
っ

て
お

り
ま

す
。

　
「
本

地
区

で
は

、
水

田
の

畑
利

用
と

水
田

利
用

を
交

互
に

行
う

、
い

わ
ゆ

る
田

畑
輪

換
を

行
う

計
画

で
あ

り
、

畑
利

用
か

ら
復

田
し

た
場

合
、

用
水

量
は

増
加

す
る

。
ま

た
、

水
田

の
転

作
に

は
、

水
田

と
同

様
に

か
ん

が
い

を
行

う
非

主
食

用
米

（
加

工
用

米
及

び
新

規
需

要
米

）等
を

含
み

、
平

鹿
平

野
地

区
の

受
益

地
で

あ
る

横
手

市
で

は
非

主
食

用
米

の
作

付
け

が
増

加
し

て
お

り
、

か
ん

が
い

用
水

の
需

要
は

減
少

し
て

い
る

も
の

で
は

な
い

。
」

　 ・暫
定

豊
水

水
利

権
に

つ
い

て
は

、
営

農
形

態
の

変
化

に
伴

う
か

ん
が

い
期

間
の

前
倒

し
等

に
よ

る
代

か
き

用
水

量
の

増
加

等
に

よ
る

水
需

要
の

急
増

に
水

資
源

開
発

施
設

が
追

い
つ

か
な

い
こ

と
か

ら
、

水
源

確
保

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

早
急

に
講

じ
る

こ
と

を
条

件
と

し
て

、
や

む
を

得
ず

、
暫

定
豊

水
水

利
権

を
許

可
し

て
き

た
も

の
で

す
。

暫
定

豊
水

水
利

権
は

、
既

得
の

安
定

水
利

権
に

影
響

を
与

え
な

い
よ

う
、

河
川

の
流

量
が

少
な

い
時

は
取

水
で

き
な

い
の

が
原

則
で

あ
り

、
安

定
水

利
権

に
切

り
替

え
る

に
は

、
ダ

ム
等

の
水

資
源

施
設

を
完

成
さ

せ
る

か
、

他
の

水
利

権
を

転
用

す
る

な
ど

、
別

途
水

源
を

確
保

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
考

え
て

お
り

ま
す

。

利
０

４
【
「
成

瀬
ダ

ム
を

含
む

新
規

利
水

対
策

案
」
に

つ
い

て
】

・
雄

物
川

筋
土

地
改

良
区

で
は

、
将

来
に

渡
り

安
定

し
た

営
農

を
行

っ
て

も
ら

う
た

め
に

も
、

現
計

画
で

あ
る

成
瀬

ダ
ム

の
早

期
完

成
を

強
く
願

っ
て

い
る

。

・概
算

事
業

費
か

ら
比

較
し

て
も

、
そ

の
他

の
問

題
事

項
の

解
決

を
図

る
よ

り
、

現
計

画
で

進
め

る
の

が
一

番
の

妥
当

な
対

策
だ

と
思

わ
れ

る
。

・利
水

対
策

は
早

急
に

実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
問

題
で

あ
る

た
め

、
今

更
、

新
た

な
経

費
や

時
間

を
か

け
て

い
る

場
合

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

そ
の

事
か

ら
、

一
刻

も
早

く
ダ

ム
の

本
体

工
事

の
着

工
を

望
む

。

・
成

瀬
ダ

ム
を

早
期

に
完

成
し

て
い

た
だ

き
、

揚
水

機
は

な
く
し

た
い

と
考

え
て

い
る

。

・
地

域
の

地
形

、
水

利
形

態
を

考
慮

す
れ

ば
、

ケ
ー

ス
2
･3

･6
で

さ
ら

に
工

事
費

を
か

け
る

よ
り

も
、

す
で

に
一

部
着

工
し

て
い

る
ケ

ー
ス

1
で

進
め

た
方

が
ベ

ス
ト

で
あ

る
。

・安
定

的
な

か
ん

が
い

用
水

を
考

え
る

と
成

瀬
ダ

ム
の

水
源

を
確

保
で

き
る

事
を

一
番

に
望

む
。

・
「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
検

討
主

体
は

、
利

水
参

画
者

に
対

し
、

ダ
ム

事
業

参
画

継
続

の
意

思
が

あ
る

か
、

開
発

量
と

し
て

何
ｍ

3
/
sが

必
要

か
、

ま
た

、
必

要
に

応
じ

、
利

水
参

画
者

に
お

い
て

水
需

要
計

画
の

点
検

・確
認

を
行

う
よ

う
要

請
す

る
。

そ
の

上
で

、
検

討
主

体
に

お
い

て
、

（
中

略
）必

要
量

の
算

出
が

妥
当

に
行

わ
れ

て
い

る
か

を
確

認
す

る
。

」と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

基
づ

き
検

討
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
利

水
対

策
案

を
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以

下
の

１
）
～

６
）
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

（
中

略
）
１

）
目

標
（
中

略
）
２

）
コ

ス
ト

（
中

略
）
３

）
実

現
性

（中
略

）４
）持

続
性

（中
略

）
５

）
地

域
社

会
へ

の
影

響
（中

略
）６

）環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

抽
出

さ
れ

た
新

規
利

水
対

策
案

に
つ

い
て

、
こ

れ
に

基
づ

き
評

価
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

・な
お

、
目

的
別

の
総

合
評

価
で

は
、

「
一

定
期

間
内

に
効

果
が

発
現

す
る

か
な

ど
、

時
間

的
な

観
点

か
ら

見
た

実
現

性
を

確
認

す
る

」
こ

と
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

利
０

５
【
「
成

瀬
ダ

ム
を

含
ま

な
い

新
規

利
水

対
策

案
」
に

つ
い

て
】

［地
下

水
案

］

・土
地

改
良

区
管

内
は

、
特

に
夏

場
の

渇
水

期
に

、
営

農
に

必
要

な
河

川
水

が
足

り
ず

、
や

む
を

得
ず

改
良

区
・
農

家
自

ら
の

負
担

で
ポ

ン
プ

を
運

転
し

不
十

分
な

が
ら

も
、

か
ん

が
い

用
水

を
補

給
し

て
い

る
地

域
で

あ
る

。

・農
家

に
維

持
管

理
費

用
の

負
担

が
か

か
る

、
加

え
て

地
下

水
量

が
不

安
定

な
ポ

ン
プ

設
備

を
こ

れ
以

上
大

幅
に

増
や

す
な

ど
到

底
考

え
ら

れ
な

い
。

・
地

下
水

を
利

用
し

て
の

取
水

に
頼

る
と

い
う

案
は

、
現

実
的

で
は

な
い

。
今

現
在

で
も

、
地

下
水

の
低

下
か

ら
、

井
戸

水
の

水
量

は
減

っ
て

き
て

い
る

状
況

で
あ

る
。

い
く
ら

ポ
ン

プ
を

設
置

し
て

も
、

安
定

し
た

水
の

提
供

は
約

束
で

き
な

い
と

思
う

。

・地
下

水
取

水
に

関
し

て
は

、
現

在
当

土
地

改
良

区
地

区
内

に
33

箇
所

の
管

理
す

る
揚

水
機

施
設

が
あ

り
、

毎
年

こ
の

維
持

補
修

に
多

額
の

経
費

を
費

や
し

て
い

る
の

が
現

状
で

あ
る

。
原

因
は

何
と

言
っ

て
も

河
川

か
ら

の
安

定
し

た
取

水
が

出
来

ず
、

特
に

中
干

し
後

の
も

水
の

必
要

と
す

る
出

穂
期

に
水

が
足

り
な

い
。

・
地

下
水

取
水

に
関

し
て

は
、

半
永

久
的

な
も

の
で

も
な

く
、

地
下

水
位

の
低

下
も

懸
念

さ
れ

、
維

持
補

修
し

て
い

く
こ

と
は

組
合

員
負

担
の

更
な

る
増

に
繋

が
り

、
決

し
て

望
む

も
の

で
は

な
い

。

・
地

下
水

を
か

ん
養

し
利

用
す

べ
き

。

・
「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
検

討
主

体
は

、
利

水
参

画
者

に
対

し
、

ダ
ム

事
業

参
画

継
続

の
意

思
が

あ
る

か
、

開
発

量
と

し
て

何
ｍ

3
/
sが

必
要

か
、

ま
た

、
必

要
に

応
じ

、
利

水
参

画
者

に
お

い
て

水
需

要
計

画
の

点
検

・確
認

を
行

う
よ

う
要

請
す

る
。

そ
の

上
で

、
検

討
主

体
に

お
い

て
、

（
中

略
）必

要
量

の
算

出
が

妥
当

に
行

わ
れ

て
い

る
か

を
確

認
す

る
。

」と
規

定
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

基
づ

き
検

討
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

・
ま

た
、

「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」
に

お
い

て
、

「
立

案
し

た
利

水
対

策
案

を
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以

下
の

１
）
～

６
）
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

（
中

略
）
１

）
目

標
（
中

略
）
２

）
コ

ス
ト

（
中

略
）
３

）
実

現
性

（
中

略
）
４

）
持

続
性

（
中

略
）
５

）
地

域
社

会
へ

の
影

響
（
中

略
）
６

）
環

境
へ

の
影

響
（
中

略
）
」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

抽
出

さ
れ

た
新

規
利

水
対

策
案

に
つ

い
て

、
こ

れ
に

基
づ

き
評

価
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

・
「
地

下
水

案
」
に

つ
い

て
は

、
新

規
利

水
対

策
案

の
評

価
軸

ご
と

の
評

価
の

「
実

現
性

「
技

術
上

の
観

点
か

ら
実

現
性

の
見

通
し

は
ど

う
か

」
」
に

お
い

て
、

他
に

影
響

を
与

え
な

い
揚

水
量

と
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

、
地

下
水

賦
存

量
調

査
や

地
盤

沈
下

量
調

査
な

ど
現

地
に

お
け

る
十

分
な

調
査

が
必

要
で

あ
る

旨
を

、
ま

た
、

「環
境

へ
の

影
響

「地
下

水
位

、
地

盤
沈

下
や

地
下

水
の

塩
水

化
に

ど
の

よ
う

な
影

響
が

あ
る

か
」」

に
お

い
て

、
横

手
市

等
よ

り
地

盤
沈

下
な

ど
の

周
辺

へ
の

影
響

が
不

明
で

あ
る

な
ど

の
不

確
定

な
要

素
に

関
す

る
懸

念
が

表
明

さ
れ

て
い

る
旨

を
、

そ
れ

ぞ
れ

記
載

し
て

お
り

ま
す

。

・「
複

数
の

新
規

利
水

対
策

案
の

立
案

」に
お

い
て

、
地

下
水

の
涵

養
に

つ
い

て
見

込
ん

で
お

り
ま

せ
ん

が
、

必
要

量
を

地
下

水
取

水
可

能
と

想
定

し
た

「
地

下
水

取
水

」
の

検
討

を
行

っ
て

お
り

、
目

的
別

の
総

合
評

価
を

行
う

新
規

利
水

対
策

案
と

し
て

抽
出

し
て

お
り

ま
す

（例
え

ば
、

新
規

利
水

対
策

案
（か

ん
が

い
）の

、
ケ

ー
ス

６
）。
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意

見
番

号
ご

意
見

を
踏

ま
え

た
論

点
（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

利
０

６
【
検

証
の

進
め

方
に

つ
い

て
】

・減
反

が
始

ま
り

、
人

口
の

減
少

も
続

く
中

で
、

数
十

年
前

に
企

画
さ

れ
た

事
業

を
見

直
さ

な
い

で
や

ろ
う

と
 い

う
の

が
よ

く
わ

か
ら

な
い

。
低

成
長

期
に

入
り

、
国

や
地

方
が

膨
大

な
借

金
を

抱
え

て
い

る
中

で
、

し
か

も
東

日
本

大
震

災
と

い
う

未
曽

有
の

災
害

を
受

け
た

現
在

、
公

共
事

業
も

優
先

順
位

を
つ

け
て

行
う

べ
き

。

・今
回

の
成

瀬
ダ

ム
建

設
事

業
の

検
証

は
、

「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」
が

と
り

ま
と

め
た

「
中

間
と

り
ま

と
め

」を
踏

ま
え

て
、

国
土

交
通

大
臣

か
ら

東
北

地
方

整
備

局
に

対
し

て
、

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

を
行

う
よ

う
指

示
さ

れ
る

と
と

も
に

、
検

討
の

手
順

や
手

法
を

定
め

た
「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」が
通

知
さ

れ
、

こ
れ

ら
に

基
づ

き
予

断
を

持
た

ず
に

検
討

を
行

っ
て

お
り

ま
す

。
　

「
今

後
の

治
水

対
策

の
あ

り
方

に
つ

い
て

中
間

と
り

ま
と

め
（平

成
２

２
年

９
月

）今
後

の
治

水
対

策
の

あ
り

方
に

関
す

る
有

識
者

会
議

」で
は

、
「
こ

の
「中

間
と

り
ま

と
め

」に
示

し
た

共
通

的
な

考
え

方
に

従
っ

て
、

個
別

の
ダ

ム
事

業
が

点
検

さ
れ

る
と

と
も

に
、

幅
広

い
治

水
対

策
案

等
を

立
案

し
評

価
さ

れ
る

プ
ロ

セ
ス

を
経

て
、

予
断

を
持

た
ず

に
検

証
が

進
め

ら
れ

、
必

要
な

安
全

度
を

確
保

し
つ

つ
も

、
よ

り
コ

ス
ト

が
低

い
治

水
対

策
案

等
が

見
出

さ
れ

る
こ

と
を

強
く
求

め
る

」と
さ

れ
て

お
り

ま
す

。
　

な
お

、
「
国

土
交

通
省

所
管

公
共

事
業

の
再

評
価

実
施

要
領

」に
基

づ
い

て
、

再
評

価
も

実
施

し
て

お
り

ま
す

。

利
０

７
［
水

力
発

電
］

・自
然

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

活
用

（水
力

発
電

）。
・
成

瀬
ダ

ム
に

は
、

秋
田

県
の

発
電

事
業

が
参

画
し

て
い

ま
す

が
、

こ
の

参
画

は
秋

田
県

か
ら

の
申

請
に

基
づ

き
行

わ
れ

て
い

る
も

の
で

す
。

・成
瀬

ダ
ム

の
発

電
は

、
発

電
専

用
の

貯
水

容
量

を
持

た
ず

、
他

の
水

利
使

用
等

の
目

的
で

放
流

す
る

水
を

利
用

し
て

行
わ

れ
る

「従
属

発
電

（
※

）」
で

あ
り

、
他

の
目

的
が

効
果

を
発

揮
す

る
こ

と
を

前
提

と
し

て
事

業
が

成
立

し
て

い
る

も
の

で
す

。
　 ※

「
従

属
発

電
」と

は
、

か
ん

が
い

用
水

の
用

水
路

･水
道

用
水

の
よ

う
な

他
の

水
利

使
用

の
水

路
等

に
設

置
し

た
発

電
施

設
に

お
い

て
､発

電
の

た
め

の
取

水
が

､通
年

､当
該

他
の

水
利

使
用

の
運

用
に

従
っ

て
の

み
行

わ
れ

る
も

の
で

あ
り

､既
許

可
の

他
の

水
利

使
用

に
完

全
に

従
属

す
る

水
利

用
の

形
態

を
採

っ
て

い
る

も
の

で
あ

る
｡

・「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
お

い
て

、
「
洪

水
調

節
、

新
規

利
水

、
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

以
外

の
目

的
（
発

電
（他

の
水

利
使

用
に

従
属

す
る

も
の

を
除

く
。

）
等

に
つ

い
て

は
、

（
中

略
）目

的
に

応
じ

た
検

討
を

行
う

。
」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

成
瀬

ダ
ム

の
発

電
は

、
「他

の
水

利
使

用
に

従
属

す
る

も
の

」に
該

当
す

る
こ

と
か

ら
、

目
的

別
の

検
討

の
対

象
と

な
っ

て
お

り
ま

せ
ん

。

・な
お

、
「今

後
の

治
水

対
策

に
関

す
る

有
識

者
会

議
」が

「
中

間
と

り
ま

と
め

」に
関

し
て

平
成

２
２

年
７

月
に

意
見

募
集

等
を

行
い

、
そ

の
結

果
が

同
年

９
月

に
公

表
さ

れ
て

い
ま

す
。

そ
こ

で
は

「第
８

章
に

お
け

る
発

電
利

水
の

位
置

づ
け

を
明

確
に

す
べ

き
。

」
と

い
う

ご
意

見
に

対
し

、
「
発

電
専

用
容

量
を

持
た

な
い

従
属

発
電

に
つ

い
て

は
、

新
規

利
水

対
策

案
の

評
価

に
お

い
て

、
例

え
ば

、
発

電
を

目
的

と
し

て
事

業
に

参
画

し
て

い
る

者
へ

の
影

響
の

程
度

に
つ

い
て

評
価

す
る

こ
と

と
し

ま
す

。
」
と

の
考

え
方

が
示

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

・成
瀬

ダ
ム

の
発

電
に

つ
い

て
は

、
こ

の
考

え
方

に
沿

っ
て

、
新

規
利

水
及

び
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
対

策
案

の
検

討
の

際
に

そ
れ

ぞ
れ

評
価

し
て

お
り

ま
す

。

利
０

８
［
そ

の
他

］

・八
木

（
皆

瀬
）
頭

首
工

（
横

手
市

増
田

町
）の

改
修

に
よ

り
同

頭
首

工
の

貯
水

量
は

大
幅

に
増

加
、

水
門

が
5基

あ
る

が
6
月

以
外

は
2基

だ
け

開
門

さ
れ

、
3
基

は
閉

ま
っ

た
ま

ま
で

あ
る

。
と

い
う

こ
と

は
成

瀬
ダ

ム
が

な
く
て

も
水

は
十

分
に

あ
る

と
い

う
こ

と
で

は
な

い
か

。

・皆
瀬

頭
首

工
で

は
、

代
か

き
期

、
普

通
期

、
非

か
ん

が
い

期
、

そ
れ

ぞ
れ

の
期

間
に

お
い

て
水

利
使

用
許

可
の

範
囲

内
で

受
益

地
に

必
要

な
水

量
を

取
水

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

ご
質

問
に

つ
い

て
は

、
取

水
口

の
ゲ

ー
ト

門
数

は
大

取
水

量
に

対
応

し
た

も
の

と
な

っ
て

お
り

、
取

水
量

に
応

じ
て

取
水

口
ゲ

ー
ト

の
開

閉
等

の
操

作
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
と

、
雄

物
川

筋
土

地
改

良
区

よ
り

伺
っ

て
お

り
ま

す
。

な
お

、
皆

瀬
頭

首
工

は
取

水
位

の
確

保
を

目
的

に
設

置
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

貯
留

を
目

的
と

し
た

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

・地
域

の
水

利
用

の
実

態
を

見
張

り
管

理
す

る
人

材
と

組
織

を
作

り
水

を
大

切
に

使
う

。
・
ご

意
見

に
あ

る
人

材
と

組
織

づ
く
り

に
つ

い
て

は
、

渇
水

調
整

の
強

化
や

節
水

対
策

の
一

環
と

し
て

考
え

ら
れ

る
方

策
の

一
つ

と
認

識
し

て
お

り
ま

す
。

本
検

証
に

お
い

て
は

、
効

果
を

あ
ら

か
じ

め
定

量
的

に
見

込
む

こ
と

は
で

き
な

い
、

も
し

く
は

困
難

で
あ

る
が

、
全

て
の

新
規

利
水

対
策

案
に

共
通

し
て

実
施

す
べ

き
方

策
と

し
て

お
り

ま
す

。
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意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

【複
数

の
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
の

立
案

及
び

概
略

評
価

に
つ

い
て

】

【具
体

的
な

流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
対

策
案

の
提

案
に

つ
い

て
】

※
該

当
す

る
意

見
は

あ
り

ま
せ

ん
で

し
た

。

【複
数

の
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
検

討
に

つ
い

て
】

流
０

１
・
ダ

ム
に

よ
っ

て
「流

水
の

維
持

」を
行

う
と

い
う

考
え

方
は

承
服

で
き

な
い

。
ア

メ
リ

カ
で

は
川

の
生

態
系

の
復

活
の

た
め

に
ダ

ム
を

撤
去

し
始

め
て

い
る

。
ダ

ム
先

進
国

の
ア

メ
リ

カ
に

率
直

に
学

ぶ
べ

き
。

・ダ
ム

も
老

朽
化

し
、

原
発

と
同

じ
よ

う
に

撤
去

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

く
な

る
時

期
が

必
ず

来
る

の
だ

か
ら

、
そ

の
コ

ス
ト

を
今

か
ら

考
慮

す
べ

き
。

・デ
ー

タ
が

疑
問

。

・流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
と

は
、

舟
運

、
漁

業
、

景
観

、
塩

害
の

防
止

、
河

口
閉

塞
の

防
止

、
河

川
管

理
施

設
等

の
保

護
、

地
下

水
の

維
持

、
動

植
物

の
保

護
、

流
水

の
清

潔
の

保
持

、
既

得
用

水
の

安
定

取
水

等
を

考
慮

し
、

河
川

の
流

水
が

本
来

持
っ

て
い

る
機

能
を

言
い

ま
す

。

・「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
お

い
て

、
「
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
、

河
川

整
備

計
画

で
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
対

策
案

を
立

案
す

る
。

」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

　
な

お
、

「
雄

物
川

水
系

河
川

整
備

計
画

（国
管

理
区

間
）（

素
案

）」
で

は
、

動
植

物
の

保
護

等
を

考
慮

し
て

岩
崎

橋
地

点
に

お
け

る
「
流

水
の

正
常

な
機

能
を

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

流
量

」
を

概
ね

2
.8

m
3/

sと
設

定
し

て
お

り
ま

す
。

・「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
お

い
て

、
「
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
（中

略
）検

討
に

あ
た

っ
て

は
、

必
要

に
応

じ
、

ⅰ
）の

利
水

代
替

案
や

ⅱ
）の

利
水

に
関

す
る

評
価

軸
の

関
係

部
分

を
参

考
と

す
る

。
」
「立

案
し

た
利

水
対

策
案

を
河

川
や

流
域

の
特

性
に

応
じ

、
以

下
の

１
）～

６
）
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

（中
略

）１
）
目

標
（中

略
）
６

）
環

境
へ

の
影

響
」と

規
定

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

抽
出

さ
れ

た
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
に

つ
い

て
、

こ
れ

ら
に

基
づ

き
評

価
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

・な
お

、
ダ

ム
の

堤
体

に
つ

い
て

は
、

適
切

な
維

持
管

理
を

行
う

こ
と

に
よ

り
永

続
的

に
使

用
す

る
計

画
と

な
っ

て
い

ま
す

。

・川
底

を
広

く
し

川
の

流
量

を
維

持
す

る
。

・
川

底
を

広
く
し

川
の

流
量

を
維

持
す

る
と

の
ご

意
見

に
つ

い
て

、
川

底
を

広
く
し

て
も

流
量

が
変

わ
ら

な
い

と
す

れ
ば

、
一

般
的

に
は

水
深

が
減

少
す

る
も

の
と

考
え

て
お

り
ま

す
。

な
お

、
河

川
に

お
い

て
は

、
瀬

・淵
と

い
っ

た
河

道
形

態
の

下
に

動
植

物
の

多
様

な
生

息
・生

育
環

境
が

形
成

さ
れ

て
お

り
、

川
底

の
形

状
は

、
重

要
な

環
境

要
素

と
考

え
て

お
り

ま
す

の
で

十
分

な
配

慮
が

必
要

と
考

え
て

お
り

ま
す

。

・ダ
ム

建
設

に
伴

う
生

態
系

の
破

壊
に

つ
い

て
、

そ
の

マ
イ

ナ
ス

面
を

定
量

化
す

る
試

み
を

行
う

べ
き

。
・「

ダ
ム

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

再
評

価
実

施
要

領
細

目
」に

お
い

て
、

「
６

）
環

境
へ

の
影

響
（中

略
）(

ｲ
)各

評
価

軸
が

定
量

的
評

価
を

行
う

こ
と

は
可

能
か

(中
略

)主
と

し
て

定
性

的
に

評
価

せ
ざ

る
を

得
な

い
が

、
一

部
の

事
項

に
つ

い
て

は
定

量
的

な
表

現
が

可
能

な
場

合
が

あ
る

。
」
と

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

生
態

系
へ

の
影

響
の

定
量

化
に

つ
い

て
は

、
数

値
を

用
い

て
定

量
的

に
評

価
で

き
な

い
も

の
は

、
ど

の
よ

う
な

差
が

あ
る

か
を

で
き

る
限

り
評

価
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。

流
０

２
【
河

川
維

持
流

量
に

つ
い

て
】

・「
流

水
の

正
常

な
流

量
の

確
保

」に
は

生
態

系
保

全
が

含
め

る
。

・魚
た

ち
に

は
大

水
や

川
涸

れ
の

あ
る

環
境

が
望

ま
し

い
環

境
。

・流
水

の
正

常
な

機
能

を
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
流

量
と

は
、

舟
運

、
漁

業
、

景
観

、
塩

害
の

防
止

、
河

口
閉

塞
の

防
止

、
河

川
管

理
施

設
等

の
保

護
、

地
下

水
の

維
持

、
動

植
物

の
保

護
、

流
水

の
清

潔
の

保
持

等
を

考
慮

し
、

渇
水

時
に

お
い

て
維

持
す

べ
き

で
あ

る
と

定
め

ら
れ

た
流

量
、

及
び

既
得

の
水

利
流

量
の

双
方

を
満

足
す

る
流

量
と

し
て

設
定

し
て

お
り

ま
す

。
な

お
、

「雄
物

川
水

系
河

川
整

備
計

画
（国

管
理

区
間

）（
素

案
）」

で
は

、
動

植
物

の
保

護
等

を
考

慮
し

て
岩

崎
橋

地
点

に
お

け
る

「
流

水
の

正
常

な
機

能
を

維
持

す
る

た
め

に
必

要
な

流
量

」
を

概
ね

2
.8

m
3/

sと
設

定
し

て
お

り
ま

す
。

・「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
お

い
て

、
「
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
、

河
川

整
備

計
画

で
想

定
し

て
い

る
目

標
と

同
程

度
の

目
標

を
達

成
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
対

策
案

を
立

案
す

る
。

」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
、

こ
れ

に
基

づ
き

検
討

を
行

っ
て

お
り

ま
す

。

・ま
た

、
「ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
お

い
て

、
「
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
（中

略
）検

討
に

あ
た

っ
て

は
、

必
要

に
応

じ
、

ⅰ
）の

利
水

代
替

案
や

ⅱ
）の

利
水

に
関

す
る

評
価

軸
の

関
係

部
分

を
参

考
と

す
る

。
」「

立
案

し
た

利
水

対
策

案
を

河
川

や
流

域
の

特
性

に
応

じ
、

以
下

の
１

）
～

６
）
で

示
す

よ
う

な
評

価
軸

で
評

価
す

る
。

（中
略

）１
）目

標
（
中

略
）６

）環
境

へ
の

影
響

」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

抽
出

さ
れ

た
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
に

つ
い

て
、

こ
れ

に
基

づ
き

評
価

を
行

っ
て

お
り

ま
す

。

・河
川

に
お

い
て

は
洪

水
か

ら
渇

水
ま

で
の

流
量

の
変

動
の

下
に

動
植

物
の

多
様

な
生

息
・
生

育
環

境
が

形
成

さ
れ

て
お

り
、

流
量

の
変

動
も

動
植

物
の

生
息

地
又

は
生

育
地

の
状

況
の

保
全

・復
元

の
た

め
に

は
重

要
な

要
素

と
な

り
ま

す
。

動
植

物
の

生
息

・生
育

環
境

が
流

量
の

減
少

に
よ

っ
て

大
き

く
変

わ
る

と
考

え
ら

れ
る

瀬
や

ワ
ン

ド
等

に
お

い
て

は
、

渇
水

時
に

お
い

て
も

生
息

・生
育

条
件

を
保

つ
こ

と
の

で
き

る
一

定
量

以
上

の
流

量
を

確
保

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

て
お

り
ま

す
。



6. 関係者の意見等 
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意
見

番
号

ご
意

見
を

踏
ま

え
た

論
点

（
下

段
は

、
論

点
に

対
応

す
る

ご
意

見
の

例
）

検
討

主
体

の
考

え
方

流
０

２
・
ダ

ム
下

流
域

の
河

川
状

態
を

見
れ

ば
明

ら
か

な
よ

う
に

ど
の

ダ
ム

の
下

流
域

と
の

年
間

を
通

じ
て

水
量

が
激

減
し

河
川

内
に

草
が

生
え

て
い

る
。

地
球

環
境

保
持

の
役

割
を

失
わ

れ
て

い
る

。

・夏
の

川
の

水
位

低
下

は
驚

く
べ

き
も

の
が

あ
る

。
子

ど
も

の
こ

ろ
は

成
瀬

川
・皆

瀬
川

で
水

泳
ぎ

が
で

き
た

も
の

で
あ

る
。

八
木

（皆
瀬

）頭
首

工
で

水
が

止
め

ら
れ

て
い

る
の

も
一

因
で

は
な

い
か

。

・
水

泳
が

で
き

る
ま

で
と

は
い

か
な

い
が

、
も

う
少

し
水

を
流

せ
な

い
も

の
か

。

・何
故

現
在

、
流

水
が

正
常

で
な

い
の

か
。

・な
お

、
現

状
の

成
瀬

川
及

び
皆

瀬
川

に
つ

い
て

は
、

少
雨

な
ど

に
よ

り
河

川
水

量
が

少
な

い
状

況
下

に
お

い
て

、
河

川
水

位
・
流

量
が

小
さ

い
状

態
が

発
生

し
て

お
り

ま
す

。
成

瀬
ダ

ム
運

用
後

は
、

洪
水

調
節

に
よ

り
洪

水
流

量
が

低
減

さ
れ

る
と

と

も
に

、
岩

崎
橋

地
点

に
お

け
る

「流
水

の
正

常
な

機
能

を
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
流

量
」で

あ
る

2
.8

m
3
/s

を
確

保
で

き
る

よ
う

に
な

り
ま

す
。

【
そ

の
他

】

流
０

３
［
水

源
林

の
保

全
に

つ
い

て
］

・国
有

林
に

技
能

職
員

を
、

民
有

林
に

は
補

助
金

を
、

中
山

間
地

域
に

は
「山

の
守

り
料

」と
し

て
現

地
住

民
に

現
金

給
付

。

・森
を

愛
す

る
全

国
の

人
達

に
参

加
を

求
め

間
伐

、
植

林
な

ど
の

仕
事

を
す

る
。

・「
水

源
林

の
保

全
」に

つ
い

て
は

、
効

果
を

あ
ら

か
じ

め
定

量
的

に
見

込
む

こ
と

は
出

来
ま

せ
ん

が
、

流
況

の
安

定
化

の
期

待
か

ら
効

果
量

に
か

か
わ

ら
ず

行
う

べ
き

対
策

で
、

全
て

の
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
に

共
通

し
て

実
施

す
べ

き
方

策
と

し
て

お
り

ま
す

。

［皆
瀬

川
の

濁
り

に
つ

い
て

］

・皆
瀬

川
の

濁
り

は
一

向
に

改
善

し
て

い
な

い
。

水
質

改
善

に
取

り
組

み
住

民
の

信
頼

を
得

る
べ

き
。

・ダ
ム

の
選

択
取

水
設

備
が

実
際

的
に

河
川

の
水

質
悪

化
防

止
に

役
立

っ
て

い
る

の
か

、
予

断
な

く
検

討
し

て
も

ら
い

た
い

（
大

松
川

ダ
ム

の
例

を
み

る
と

役
に

立
っ

て
い

な
い

の
で

は
な

い
か

）
。

・皆
瀬

川
の

水
質

を
改

良
す

る
た

め
に

、
皆

瀬
ダ

ム
の

堆
積

物
を

除
去

し
て

も
ら

い
た

い
。

そ
れ

が
で

き
て

こ
そ

流
水

の
維

持
だ

と
思

う
。

・ご
意

見
の

あ
る

皆
瀬

川
の

濁
り

に
つ

い
て

は
、

皆
瀬

川
の

河
川

管
理

者
で

あ
る

秋
田

県
よ

り
以

下
の

と
お

り
伺

っ
て

お
り

ま
す

。
　

「
一

般
的

に
出

水
時

に
河

川
は

濁
り

が
生

じ
ま

す
が

、
ダ

ム
に

濁
っ

た
水

が
溜

ま
る

た
め

、
下

流
河

川
の

濁
り

が
多

少
長

く
な

る
の

は
事

実
で

す
。

」
　

「
皆

瀬
ダ

ム
と

し
て

は
、

選
択

取
水

設
備

を
活

用
し

て
、

貯
水

池
の

中
で

も
水

質
の

良
い

層
か

ら
取

水
し

、
下

流
河

川
へ

の
影

響
を

極
力

少
な

く
す

る
よ

う
努

め
て

お
り

ま
す

が
、

今
後

も
ダ

ム
貯

水
池

及
び

下
流

河
川

の
状

況
を

監
視

し
な

が
ら

、
水

質
悪

化
防

止
に

努
め

ま
す

。
（大

松
川

ダ
ム

で
も

同
様

に
努

め
て

い
ま

す
。

）
」

　
「
ま

た
、

皆
瀬

ダ
ム

で
は

、
上

流
か

ら
流

れ
込

む
土

砂
が

堆
積

す
る

分
の

容
量

を
確

保
し

て
お

り
、

現
在

の
土

砂
の

堆
積

は
そ

の
容

量
内

に
収

ま
っ

て
い

ま
す

。
そ

の
た

め
、

新
た

に
利

水
容

量
を

確
保

す
る

た
め

の
浚

渫
予

定
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
今

後
も

貯
水

池
の

状
況

を
監

視
す

る
と

と
も

に
、

下
流

河
川

へ
の

影
響

を
極

力
少

な
く
す

る
よ

う
努

め
ま

す
。

」

［
そ

の
他

］

・清
流

を
維

持
す

る
た

め
に

、
ダ

ム
を

造
ら

な
い

こ
と

が
一

番
。

・ダ
ム

に
頼

ら
な

く
て

も
十

分
で

き
る

。

・「
ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
お

い
て

は
、

「流
水

の
正

常
な

機
能

の
維

持
の

観
点

か
ら

、
河

川
整

備
計

画
で

想
定

し
て

い
る

目
標

と
同

程
度

の
目

標
を

達
成

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

対
策

案
を

立
案

す
る

。
」

と
規

定
さ

れ
て

お
り

ま
す

。

・ま
た

、
「ダ

ム
事

業
の

検
証

に
係

る
検

討
に

関
す

る
再

評
価

実
施

要
領

細
目

」に
お

い
て

、
「
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

の
観

点
か

ら
（中

略
）検

討
に

あ
た

っ
て

は
、

必
要

に
応

じ
、

ⅰ
）の

利
水

代
替

案
や

ⅱ
）の

利
水

に
関

す
る

評
価

軸
の

関
係

部
分

を
参

考
と

す
る

。
」
と

規
定

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

抽
出

さ
れ

た
流

水
の

正
常

な
機

能
の

維
持

対
策

案
に

つ
い

て
、

こ
れ

に
基

づ
き

評
価

を
行

っ
て

お
り

ま
す

。
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6.3 意見聴取 
「成瀬ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」を作成した段階で、学識経験を有する

者等及び関係住民からの意見聴取を実施し、その結果等について記述する予定。 
また、これらを踏まえ「雄物川ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原案）」を作成し、関

係地方公共団体の長及び関係利水者からの意見聴取を実施し、その結果等について記述する予定。 
 

6.3.1 学識経験を有する者からの意見聴取 
学識経験を有する者等からの意見聴取を実施し、その結果等について記述する予定。 
 

6.3.2 関係住民からの意見聴取 
関係住民からの意見聴取を実施し、その結果等について記述する予定。 
 

6.3.3 関係地方公共団体の長からの意見聴取 
関係地方公共団体の長からの意見聴取を実施し、その結果等について記述する予定。 
 

6.3.4 関係利水者からの意見聴取 
関係利水者からの意見聴取を実施し、その結果等について記述する予定。 
 

6.3.5 事業評価監視委員会からの意見聴取 
事業評価監視委員会からの意見聴取を実施し、その結果等について記述する予定。 
 


